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第46回小金井市公立保育園運営協議会 会議録 

平成31年1月26日 

 

 

開  会 

○大澤委員長  これより、小金井市公立保育園運営協議会の会議を開会いたします。 

        それでは、次第に沿って進めさせていただきますけれども、今回の議事につきまして

は、前回の会議録の確認を一番最初に。２番目といたしまして、小金井市保育計画策定

委員会の推薦についてと（４）の第Ⅲ期での協議内容につきましては、二つ一括で協議

をさせていただき、その後、アンケートについて、当面の課題について、その他という

流れで進行をさせていただきたいと存じます。 

        初めに、議事の（１）、前回の会議録の確認を議題といたします。 

        前回の会議録について、委員の皆様に校正をお願いしましたが、提出期限まで事務局

宛に訂正等の連絡はいただいておりませんので、前回の会議録につきましては、校正依

頼した内容をもって確定させていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

○角田委員   一点いいですか。 

○大澤委員長  はい。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        ごめんなさい、これ文意にさわるものではないんですけど、２１ページとかに、一部

よくわからない下線があったんですが、これは何か意味があるんですか。 

○大澤委員長  平岡委員。 

○平岡委員   平岡です。 

        マーカーをしたものが残ってしまっております。ただ、このままで校正を上げており

ますので、この文言でご支障がなければ、下線だけ取ってという形にしたいと思ってお

りますが、それで皆様よろしゅうございますでしょうか。 

○大澤委員長  会議録のほうで、ちょっと下線が入っているものにつきましては、取り除いて確定を

して、ホームページに上げさせていただくという形を考えてございます。 

○平岡委員   平岡です。 

        今ご指摘いただいた下線の部分については、最終的に確認の上、下線だけ全て取る形

で最終版とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○大澤委員長  それでは、特段、会議録のほうの内容については、ご承認をいただいたと思いますの

で、ご承認させていただき、お渡しをしております会議録に下線が入っている部分につ

きましては、取り除いた形で決定をさせていただき、今後速やかにホームページのほう

に公開をさせていただきたいと存じます。 

        それでは、議題の（１）は以上で終了させていただきまして、議事の２番目です。小

金井市保育計画策定委員会の委員の推薦についてと、第Ⅲ期での協議内容についてを一

括で議題とさせていただきたいと思います。 

        それでは、まず資料２１６の小金井市の保育計画の策定の概要の資料のほうをまず、

ご説明をさせていただきたいと存じます。 

○平岡委員   平岡です。私のほうでご説明をさせていただきます。 

        前回の会議のその他の議題のところで、少しお話をさせていただきましたが、資料の

２１６をお開きください。１、目的というところにも記載がございますが、市ではこの

たび保育を希望する家庭及びその子どもが等しく保育サービスを受けられ、子どもが健

やかに成長できるよう、保育の質の維持・向上に関して市全体で共通し得る枠組みとし

て保育の質のガイドラインを検討するとともに、今後の保育施策として取り組むべき方

向性を示すための保育計画を策定する運びとなったところでございます。この計画策定

の進め方については、市議会からも決議をいただいたという状況もございます。 

        策定に当たっては、２の委員構成のとおり、市民の方や関係団体等の方から多様な意

見を聴取して、検討を行うということで、委員会を設置することといたしますが、その

委員に下線で引かせていただきましたとおり、公立保育園保護者の皆様にも委員として

お二人お願いしたいというふうに考えております。策定委員自体は、全員で１３名。会

議については、３にございますとおり、３月から１２月までで計１４回程度の開催を考

えてございます。 

        今回のこちらの議題として取り上げていただきましたのは、正式にこちらの推薦依頼

について、ぜひお願いをいたしたく、議題として取り上げていただいたものであります。 

       なお、資料の２ページ目、３ページ目は、本委員会の設置要綱が添付してございますの

で、参考にごらんをいただきたいと思います。 

        資料の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○大澤委員長  今、まず資料２１６の保育計画の策定の概要につきましてご説明をさせていただきま

した。（４）と一括というところで、またこれも含めてご質問を受ける予定ですけども、
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まずこの２１６について事前に確認をしておきたい事項等がございましたら、ご意見を

まず承っておきたいと思います。 

        また、一括全部説明が終わりましたら、これらも含めてご質疑は受ける予定ですので、

まず、今の段階でのご説明で伺っておきたいことがありましたら、ご発言方よろしくお

願いします。 

        それでは、次に出している資料のほうのご説明という形にかえさせていただきたいと

思います。 

        では次に、資料２１７の公立保育園の民営化に関する資料のほうを、まず、ご説明を

させていただきたいと思います。こちらのほうは、前回の会議の中で、資料要求等があ

ったものにつきまして、まとめた形で資料としてお出しをさせていただいたものでござ

います。そのほかに、後ほど口頭で現状の要保護児童の支援と、アレルギーを持つ子ど

もの関係につきましては、口頭で説明をさせていただき、今後、協議会としてどのよう

なスケジュールで考えているのかというふうな資料要求もございましたので、その後、

また２１４の資料につきましてもご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

        それでは、先に資料２１７につきましてご説明をさせていただきます。ご説明の方よ

ろしくお願いいたします。 

○平岡委員   では、平岡のほうで説明をさせていただきます。 

        前回、ご質問、ご要求いただきました項目の中で、比較検討した上で民営化の結論に

至った考え方、子どもの立場での目線・視点、また保育内容、保育の質について。そし

て、公立保育園の無駄の有無等について資料のご要求等があったところであります。 

        それにつきまして、まずは今回この資料が当日配付になってしまったことについては、

前回ご指摘いただいたにもかかわらず、大変申しわけなく思っております。こちらとし

ても、皆様の読み込む時間をきちんととれるように、今後も努力してまいりたいと思い

ます。申しわけございませんでした。 

        では、資料の説明をさせていただきます。先ほどの３点の観点から、資料としてまと

めさせていただいたものでございます。まず、市としましては、民営化の出発点でござ

いますけれども、持続可能な市政運営という市役所全体にかかわることが出発点になっ

ております。市役所全体として、限られた財源や人材の中で持続可能な市政運営を行っ

ていかなければいけないというのが、まず前提条件となっております。こういった中で、

将来的には人口の減少が見込まれることで収入が減っていく傾向にあることや、今、職
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員の平均年齢が比較的低いことから、今後、人件費も上昇していくという傾向があるた

めに、職員数をこれ以上ふやしていくというのは難しい状況にあるということ。そして、

都心部を中心とした保育士不足によって、保育士の確保自体が難しいという保育自体の

大きな課題も抱えているという状況があります。 

        一方、左下の（２）の保育自体が抱える課題については、この間も別の資料でご説明

してきておりますが、待機児童という量の問題、保育の質という問題、それからニーズ

の多様化に対応する問題と、公立保育園自体に置かれている課題というものがございま

す。これら両方について、先ほど申し上げた前提のところから限られた予算や人材で対

応していく必要があるということが前提条件というふうに市の運営上なっているという

ところがございます。 

        下の（３）に進ませていただきまして、財源も職員もふやせない中でどうしていくの

かというところについての検討を行わざるを得なかった状況がございます。これにつき

まして、待機児童という量の問題については、保育所の開設によって対応する。保育の

質については、既に現在、国や都の基準であるとか指導検査、第三者評価などのさまざ

まな仕組みもございますが、このたび保育の質のガイドラインの策定というのを市とし

ても行っていくことによって、保育の質の維持向上を図っていくという考え方を持つこ

ととなりました。そして、３点目の保育ニーズの多様化につきましては、保育以外も子

ども子育て支援制度全体での対応していくことのような内容もございますし、この中で

公立保育園として求められているもの、公立保育園としてのサービスの拡充、こういっ

たものを行っていくということになるかなと思っております。 

        １枚おめくりください。今申し上げたことに対して、若干具体的な説明を付したもの

でございます。待機児童につきましては、公立民間と運営主体、大きく二つに分かれる

ところはございますが、国や都の補助や負担の対象に公立保育園はなってございません

ので、予算の増加を抑えるという趣旨から、民間保育所の開設を基本として行っていく

というのが、待機児童対策の中心となるものでございます。 

        保育の質の部分につきましては、先ほどご説明したとおりの内容となります。保育の

質のガイドラインの策定を今後行っていくということは、今回、今までの考え方の中か

らさらにプラスをさせていただいたものでございます。 

        ３点目の保育ニーズの多様化につきましては、先ほどのご説明のとおりでございます

が、下の●の二つですけれども、公立が果たすべき役割や、ニーズに応えるために必要
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な人材の確保というのが、市の職員自体をふやすというのが難しいという状況がござい

ますので、今いる職員を集約して対応していくという考え方を持ったというのが一つあ

ります。その際に、待機児童の課題の関係から保育園の数自体を減らすという考え方で

はなく、民営化することで保育園自体の数は維持していくというような形との両方の考

え方から至ったという考え方がございます。 

        そして、今いるお子さんについての関係のところでございますが、公立保育園におけ

る課題というものが別にございます。これは皆様、当然ご承知のとおり、まず施設の老

朽化という部分が大きくかかわってまいります。 

        それからもう一つ、公立保育園に無駄があるのかというご質問を前回いただいていた

ところですが、私どもとしても運営している中で気がつかない部分はあるかもしれませ

んが、無駄があるという考え方で行ってはおりません。しかしながら、やはり運営して

いく中で不利な面というのが制度上起きております。先ほど来申し上げているとおり、

運営費については、基本的には市役所だけで行っていかなければいけないということが、

最も不利な要素となっております。 

        ３ページの頭の上に、冒頭に書いてありますとおり、国の三位一体改革というのが１

０年以上前にありまして、このときからこのような状態に、小金井ではなくて他市でも

同じような状況に陥っているというところが続いております。このように、やはりお金

や人の確保というのが、今後ふやしていくことが難しい状況で、こういった不利な要素

を持っている公立保育園の維持というのが難しくなってきているというのが実情であり

ます。５園を維持するためには、逆に園の縮小というような考え方もしなければいけな

いというようなことになってまいります。 

        こういった場合に、今、公立に通っているお子さんにとっては、やはり引き続き通っ

ていただくということが最良であるというのは、私どもも考えておりますが、それが維

持できなくなるというようなことになった場合に、やはりその影響は大きいというふう

に思っております。この場合に、通うお子さんたちに対して、どのような考慮、配慮が

できるかということを保育を所管する私たちとしては、まず考えなければいけないとい

う立場に立ったところであります。 

        それにおいては、やはり優良な事業者を選ぶために必要な基準、条件、きちんとした

ものを整備していくということ。それから、皆様にも評価をいただいている、これまで

培った公立保育園のよさを引き継いでいくということで、引き継がれたことによって変
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化を最小限にとどめるというようなことも重要であり、また公立保育園のよさを引き継

いでいくということの意義もあるというふうに考えております。 

        そして、今回追加をされたところでありますが、市全体の保育の質についてもご心配

をいただいている部分もございますし、やはり常に維持向上を目指していくべき趣旨の

ものでございますので、これについては、その質の維持の向上のためにガイドラインを

策定していくというような考え方も加えて、今回、示させていただきました。 

        以降については、過去にガイドラインのたたき台という名称で示させていただいた市

として現状想定している考慮や配慮の例でございます。４ページまでかかっております

けれども、これを本市としてさらにつくり込んでいきながら、実際このお話として進め

ていける状況であれば、ご意見も頂戴しながら、よりきちんとしたものをつくり上げて

いくことで、優良な事業者を選んでいくような形にしていきたいというふうに思ってお

ります。 

        なお、３ページ目の１の※印のところにございますが、現在公立保育園の保育の内容

についてまとめているところでございます。こちらにつきましては、次回３月の運協に

今の公立の保育内容ということで、資料としてお示しして報告したいというふうに考え

ております。こちらが、事業者に引き継いでいく内容のベースになるというふうに考え

ているところでございます。 

        ちょっと長くなって恐縮だったんですが、この資料の説明は以上です。 

○大澤委員長  続けて、関連がありますので、資料のほうの説明をさせていただきたいと思います。

このほかに前回の中で、まず、要保護支援児童を持つお子さん等の関係で資料要求がご

ざいました。こちらのほうにつきましては、具体に数字が述べられませんので、状況だ

け口頭で私のほうからご説明等させていただきたいというふうに思ってございます。 

        本市におきましては、例えば児童虐待であったりとか、さまざまな事情により、養育

困難な状況にある児童の養護相談や、健康管理に関します健康相談。また、障害相談や、

これはちょっと上になりますけども家出などの非行相談。不登校やしつけなどの育成に

関する相談など、支援が必要なお子さんというのはかなりおられます。そういったとこ

ろの対応につきましては、子ども家庭支援センターを調整機関として適切な保護、支援

に努めており、見守りの支援の一つとして保育園のほうも関係機関となる場合もござい

ます。 

        こういった状況の中で、平成２９年度の、先ほども申した要保護児童のうち、０歳か
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ら６歳までの未就学児でございますけども、何回も相談に来るケースがございますので、

延べ人数になりますけども、１１２件ございました。それで、これの進行も随時行って

おるところではございますが、日に日に変わっておる状況でございます。そういった関

係で、保育園であったりとか幼稚園であったりとか障害児の通所施設であったりとか、

さまざまなところで、こういった要支援の児童さんはいらっしゃるというところで、ち

ょっと具体的に個々に、どこの園にどこというところだけはすみません、全体で公表し

ていないものですので、総体的にその旨の相談件数があるということだけでご理解をし

ていただきたいというふうに思います。 

        続きまして、アレルギーの関係につきましては、髙橋委員のほうからご説明お願いし

ます。 

○髙橋委員   アレルギーにつきましても、こちらも状況についてということでご説明をさせていた

だきたいと思います。 

        保育所保育指針に基づきまして、疾病等への対応というところで、アレルギー疾患を

有するお子様の保育につきましては、保護者と連携し、医師の判断及び指示に基づき適

切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して関係機関と連携して、当該保育所

の体制、構築など安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄養士等が配置されている場

合には、その専門性を生かした対応を図ることということで、保育所、保育指針に定め

られておりまして、そちらに基づいた対応を行っているところでございます。 

        また、食物アレルギー対応マニュアル、保育園等における食物アレルギー対策といっ

た冊子等もつくっておりまして、そちらに基づきまして日々のアレルギーを持つお子様

について対応をさせていただいております。 

        人数につきましては、毎年人数が変わるというところもございますし、年度途中にお

いても変わっていくということもございまして、何人ということには、なかなかお話っ

ていうことはできないというところもございますけれども、現在アレルギーのお子様に

対する対応というのは、今のような説明のようなことで対応をさせていただいておりま

す。 

        以上でございます。 

○大澤委員長  それとあと、最後にもう一つ、今後、運協で何を議論すべきかと、あとその到達点も

含めて、どのような期間で、どのぐらいまでに何をしていくのかというご質問等をいた

だきましたので、それにつきましては、資料２１４の今後の主な協議等のスケジュール
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（案）という形で、資料２１４差しかえというような形になりますけども、こちらのほ

うの資料をご用意させていただいておりますので、平岡委員のほうからご説明をしてい

ただきたいと思います。 

○平岡委員   では、平岡のほうで説明をさせていただきます。資料の説明が多岐にわたりましてご

迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

        現在、これまで第Ⅲ期での協議内容についてということで、資料でご協議をいただい

たところでございますが、主に今動いているものとして、まず一つがアンケートがござ

います。これについては、この後のアンケートの議題の中で改めて取り上げていただく

というような形で、アンケートのスケジュールに関する考え方の説明は、一旦割愛をさ

せていただきます。 

        その他のところをごらんください。第Ⅲ期での協議の内容について、いわゆるこのス

ケジュールの資料も含めてでございますが、こちらについて最終確定をしている状況で

はございませんので、これを次回の３月までに資料などから共有を図って確定していけ

ればというふうに考えております。また、今の議題の最初にご説明をしました委員の推

薦についてを今回議題として取り上げていただいたという状況でございます。 

        次の３月の会議におきましては、先ほどご説明しました公立保育園の保育内容につい

て、ご報告をさせていただきたいというふうに思っております。こちらについては、や

や見づらいですけれども、運協の所掌でございます柱の一つの、保育サービスの現状確

認及び評価、こちらに一部合致する案件というふうに考えております。 

        また、民営化の部分については、現在、議題にするかどうかについての部分において、

ご検討いただく上でのご説明という段階ではございますが、民営化のガイドライン等に

も当然深くかかわってくる内容のものであるということで、相互に矢印を引かせていた

だいているところでございます。 

        なお、先ほど民営化のご説明もさせていただきましたので、市として運協と民営化の

関係性ということでのスケジュールを横に入れさせていただいております。状況として

このまま進んでいけるという状況があるのであれば、民営化のガイドラインから始めま

して、募集要項、選定基準について運営協議会をもって皆様からのご意見をいただきな

がら、まとめて上げていきたいと。それを、Ⅲ期終了までにこの３点についてまとめて

上げていきたいというのが、市のほうで考えているスケジュールということになります。 

        説明は以上です。 
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○大澤委員長  以上が前回の第４６回の協議会の中で出されたご質問等も踏まえて用意をさせていた

だいたところでございます。休憩します。 

休  憩 

○大澤委員長  すみません、休憩を今いただいておりましたので、開会をしたいと思います。 

        ただいま、こちらのほうで口頭とあわせまして資料のご説明をさせていただきました。

先ほど申したように（２）、それと（４）につきまして、一括の議題とさせていただい

ております。資料等も踏まえまして、ご質問、ご意見等を承りたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

        角田委員。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        今のご説明の中で、今後の主な協議等のスケジュール（案）で民営化の部分について、

民営化のガイドラインを説明、協議してまとめていきたいというものが、まさかことし

の５月からそういうふうにしていきたいというふうに来ると思わなかったので、かなり

驚いてはいるんですけれども。今のご説明の中では、このまま進んでいける状況がある

なら、このスケジュールのように進めていきたいというお話ではあったんですけれども、

市のほうとして現状このスケジュールに沿って進めていけるような状況であるというふ

うに思われているんでしょうか。 

○大澤委員長  はい。 

○平岡委員   平岡です。 

        現状、入っていけるという部分で思っているわけではございません。ただ、やはり入

っていくと、進んでいけるとすれば、それぞれにそれなりの時間をとっていきたいとい

う気持ちもございますので、その中で今の時点で入れさせていただいたものという考え

方でおります。 

○角田委員   ありがとうございます。けやきの角田です。 

        じゃあこれは、市側としてあくまで理想のような形であるということですか。 

○平岡委員   平岡です。 

        はい、理想であり、かつ、たたき台というふうに思っておりますので。 

○本間委員長  今の角田委員のとちょっと関連するんですけど、私がこのスケジュールと、あと、こ

の保育計画の策定概要と今回この委員を選出してくださるという話、セットでやりまし

ょうって話をさせていただいたもともとの趣旨なんですけど、やっぱりこのスケジュー
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ルをどうするのかって、この運営協議会でどういう話をしていくのかっていうのと、そ

れからじゃあ保育の計画を立てていきましょうという話って、なかなか切り離せない話

だと思っているんで、一緒にやりましょうって話をさせていただいたんですけれども。

もともと前回の、あるいは前々回の運営協議会等もそうですし、あるいはこの運営協議

会の前の部長との話の中でも、何回も私のほうから話をさせていただいていたと思うん

ですけれども、もともと、もう一般の保護者から見ると、この保育の計画の策定をする

っていうのと、民営化の細かなガイドライン等を策定するっていうのを並行して進める、

協議に入るってこと自体が考え方として理解ができないと。まずは、保育の計画ありき

であって、それでどうしても民営化をするんだろうなっていう話をまずじゃあ運営協議

会でして、それでじゃあ民営化をしましょうってなったら、細かい各論に入っていくも

のだっていうのが一般の保護者の意見だと思っています。 

        なので、例えたたき台だとしても、このスケジュールで民営化の細かなガイドライン

の策定と保育計画の検討・策定が並行して走るだけではなくて、これを見ると、保育

の計画・策定パブコメってところが、来年の１月というところになっていて、そのと

きには、もう民営化のガイドラインとかはほぼでき上がっていますっていうスケジュ

ールなので、協議に並行して入るどころか、先に策定しますというようなスケジュー

ルなので、これはかなりもう一般の保護者とは大きく意識が乖離していると思ってい

ます。 

        なので、例えたたき台だとしてもこれを出してきている時点で、保護者から見ると

我々の意見を全く今まで聞いていなかったというか、取り入れる気はないんだなとい

うふうな印象しか受けないっていうのが、私の個人的な意見です。 

         なので、まず今、せっかく議題に挙げていただいているし、きょうこうやって皆さ

んお集まりいただいているので、質疑等はさせていただきたいというふうには思って

いるんですけれども、そもそもの大前提として一般の保護者としては相当認識の乖離

があるっていうところをご認識いただいたほうがいいのかなっていうふうに思います。

その上ですみません、質疑等があればお願いします。 

○大澤委員長  大越委員。 

○大越委員   けやきの大越です。 

        皆さんから出ているように、保育計画策定委員会ですね、これはすごい必要なことだ

と思うんです。今、民間園がどんどんふえていく中で、やっぱりビルの中に入っている
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園とか、けやきの保護者にもそういう保育士さんがいまして、どうやってビルから避難

するかとか、はしごを使って子どもたちをどうおろすのかとか、そういう話も実際に声

として聞かれているので、小金井市全体の保育の質を上げるためには必要なことだと認

識はしています。 

        ただ、このスケジュールを見ると、保育計画のところ、右側のところが最後、２０２

０年３月の時点で調整・整合されて、民営化のところに矢印が出ているので、それと保

育計画と民営化が、さっき本間さんもおっしゃっていたんですけど、同時並行というか、

むしろそのためにつくられているのであれば、ちょっとそこは理解しかねるんですけれ

ども、そこはどうなんでしょうか。 

○平岡委員   平岡です。 

        先ほど、冒頭、大きな乖離があるというようなお話の前提の中でのご質問になってい

るところではありますが、私どもとしてこれまでご説明をしてきたところを改めて申し

上げさせていただくと、民営化のガイドラインについては公立保育園の保育を引き継い

でいくことというのが一番のメインであるというふうに考えておりますので、公立保育

園の保育をまとめ、それを引き継ぐためにどうするかというような部分のつくり込みが、

まずはガイドラインであると思っておりますので、保育計画という小金井市の保育全体

の質を上げていく、方向性を示していくという部分もありつつですけれども、ガイドラ

インの作業について全くこちらとしてとまるということはないというふうに考えている

という考えに変わりはございません。 

        そういった中で、今回このタイミングの表のつくり方として、民営化のガイドライン

のまとめのこのタイミング、それから募集要項、選定基準のまとめというこの場所のタ

イミング自体が、そもそもどうかというようなお話もあるのかと思いますが、そこにつ

いては、でき上がった保育計画の部分をもって、最終調整を３月の部分で諮るというこ

とになりますし、これについてはあくまでもⅢ期のスケジュールということを意識して

つくっておりますので、２０２０年の４月以降の予定をどう組み合わせていくかという

のは、今後の皆様との協議であったり、私たちの中の検討状況であったり、今後の進捗

であったりというふうに考えております。 

        ちょっとお答えになっていないかもしれませんが、以上です。 

○大越委員   ありがとうございます。その保育計画の検討・策定が２０１９年の３月から２０１９

年の１２月かな、となっていまして、民営化のほうでは、事業者募集要項と選定基準が、
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保育計画が策定し終わっていない中で、その話をここでするという、事業者選定の話を、

保育計画がまとまっていない段階で、ここでそういう話をしていかないといけないとい

うことなんですか。 

○平岡委員   平岡です。 

        こちらのスケジュールで申し上げると、並行して進める、そういうスケジュールにな

っているというところです。 

○大越委員   けやきの大越です。 

        そうすると、どの基準で、この話をここの場で進めていくような形を考えられていま

すか。 

○平岡委員   平岡です。 

        ですので、現在の公立保育園の保育をきちっと引き継いでいただく、現在の公立保育

園の保育の状況に合致する基準というようなものを定めていく。それについて、保育の

計画の部分ではなくて、例えば、その事業者さんとの計画であったり、移行の方法であ

ったり、そういった部分も含めて定めていくことになりますので、これについては今の

公立の保育自体を把握して、それについて移行する事務手続、そういった部分について

決めていく部分も当然ございますので、保育計画が定まらないことによって、ここの部

分でできないというものばかりではないというふうには思っておりますので、保育計画

が定まったことによって調整が必要となる部分については、最終調整のところでかけて

いくということになるかなと思っておりますが、全く一つもこちらとして議論するため

の考え方をお示しできないというものではないというふうに思っております。 

○大澤委員長  まず、この第Ⅲ期の中で、協議内容というところが当初から議論させていただいて、

まだ、まとまっていないというところはあるかなと思っています。当然まだ民営化に関

しても、ここで協議をするかどうかっていうところまで至っていないというような状況

の中で、市として、すみません、前回、資料としてお出しをさせていただいて説明をさ

せていただいていると。ですから、きょうも議題として上がっています。 

        きょうのまた時点で、その協議内容が調わないと、また当然３月も同じになります。

３月として今、公立の保育園の保育内容というのは報告をさせていただく予定として、

議題として上がっております。それが、また３月に協議が調わないようであれば、わか

りやすく言えばまた５月もというふうな形にスケジュール的には、まずなっていくのか

なと思っていますけども。 
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        前回の協議会の中で、どういうふうな形をやっていきたいのか。この月にはこういう

もの、この月にはこういうもの。そして、そのうちの何を決めていったらいいのかとい

うのも資料で出していただきたいというところをいただいたものですので、まず私ども

としてこのような、協議内容としてはまだ固まっていない部分も協議でつくっていかな

ければいけない。当然、そこは協議が調った部分、それはこちら側のほうのアンケート

もしかり、さまざまな問題もあるかと思っています。民営化の部分も一つしかり、そこ

はまだ調っているわけではないというところで、そこは調うんだという前提というんで

しょうかね、ですからそこが、極端な話、ずっとそこが第Ⅲ期の協議内容がずっときて、

極端な話です。年度末はそれが報告書としてまとまってしまうっていうようなことも、

すみません、今後の協議内容っていう、要は今後も説明をしていく、そこがこの協議会

の中で調う、調わない、我々としてはここでは協議をしていただきたいというような形

でお願いをしているところが、まだそこは十分に調っていないというようなところで、

先ほど一番最初に申したように、そういう状況であるというような形でお答えをしてい

るというふうなところで。今はまだ、その第Ⅲ期の協議内容として、我々として今まで

いただいていた、また前回いただいたご質問に関してご説明をさせていただいていると

いう状況です。 

        ですから、何もなければ、ずっとここに第Ⅲ期の協議内容がずらっと、それがどこま

で続くのかっていうような形になります。ある一定時期に、こちらとしては次３月にこ

の協議内容をまとめていきたいというところで表示をさせていただいたという案です。 

○角田委員    けやきの角田です。 

         今、大越委員であるとか本間委員が述べた内容っていうのは、一つはその運営協議

会での協議の状況から見て、このスケジュールの中に民営化を進めていくっていうのが、

この短い期間の中でいきなり飛躍し過ぎている。それはもう保護者の感情としては、ち

ょっと余りにも軽視され過ぎているんじゃないかなっていうふうに思ってしまうもので

あるっていうのは一つあると思うんですけど。 

        そもそもきょう出していただいた資料を見る中で、民営化っていうことと保育計画っ

ていう二つのことについて、これが両列に並んでいることがおかしいっていうのは、そ

れとは別の視点であると思うんですね。ちょっと、まあ見れば見るほど、テーマによっ

て市の中の時間の感覚が都合のいいようにずれていくので、本当によくわからなくなっ

てしまうんですけど。 
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        例えば、民営化の説明をされるときに、市はその一番重要な理由の骨子として、保育

の課題というふうにされていたと思うんですけど、一方で保育計画のほうを見ると、審

議工程のイメージの中に、小金井市の保育の現状と課題分析というふうにあるように、

これから課題を分析していくというふうにまた戻っているんですよ。でも、一方では、

民営化はそれを理由にやるんだと、やりたいんだっていうふうに出されていること自体

がまずおかしいですよね。 

        そんなふうに時間軸がずれていること自体が、まずおかしいと思っていて、そもそも

我々が長きにわたって求めてきたのが、そのまさにこの保育計画。今後、市がどのよう

な保育を目指していくのかっていうものがあって、そこで初めてどんな課題があるのか

っていうものが抽出されて、じゃあそれを達成していくために何が必要なのかっていう

方策が出てきて、じゃあその方策の中で一番ふさわしいものはどれなのかっていう結論

が出るのが通常の課題解決の流れなわけで。その課題解決の方法もいろいろあるでしょ

うし、それ以前に課題も出そろっていない中で、なぜ民営化っていう結論だけが先出し

されて、これから検討していく課題すらまだわからないから、保育計画の委員会の中で

検討されていくはずなのに、何でそこだけ課題があるのを決定しているから民営化なん

だっていうことが出てきちゃうのかっていうのが、すごくおかしいんですよ。今でも誰

が見てもおかしいことだと思うんですけど。 

        その点については、いかがお考えなんですか。 

○平岡委員   平岡です。 

        お答えがしにくい部分もあるんですが、角田委員おっしゃるように、確かに全て順序

立ててできていくのがベストであるということは、こちらとしても理解ができるところ

ではありますが、特に今回課題の最も喫緊であったのは、やはり待機児童であったとい

うところがあります。これについては、ほかのさまざまな課題とともに検討して、並行

してつくり上げていくという状況が、大変申しわけないんですが小金井の場合は、そう

いう状況に至らなかったというところがございました。そこの部分で、待機児童の解消

をまず先行したというのは、小金井以外のところでもあった自治体はあったと思ってお

ります。それを行っていくためには、やはり行政ですので、人とお金の部分について全

く考えないわけにはいかないというところがありまして、どうしてもまず、そこのとこ

ろを先行したというところがありました。 

        一方で、皆様にもご協力をいただいた保育検討協議会の中で、さまざまな課題の抽出
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も行われたところでございますが、前回の会議でもご指摘いただいたとおり、私どもの

ほうで行った課題の抽出の部分についてのご指摘もいただいているという状況がありま

す。 

        また、そういった中で、公民のことについては繰り返しませんけれども、やはり保育

園の数がふえていくということに対して、どうやって保育をよくしていくのかというこ

とを考えていく必要性が高まってくるのは当然のことですので、それについてはおくれ

ばせながら本市としても、皆様から以前からご指摘をいただいていた保育計画について、

ガイドラインとともにつくっていくという市長の判断が９月にあったというような状況

でございます。 

        ですので、それをつくるに当たって、我々が今考えている課題だけで十分であるとい

うことでスタートするような計画ではないということから、改めて課題の抽出から入っ

ていくというような状況もございますけれども、もう既に課題があって、それに直面し

ていて進めていかなければいけない、並行している課題があるという状況もありますの

で、その時点での待機児童の解消がまず中心であったときの考え方の中であったのが、

この民営化も一つの手段というような状況でありました。 

        また、民営化につきましては、それ以前の市の全体の考え方の中で既に、当時は委託

でしたけれども、市全体のサービス向上をしていく中での行財政改革の中での一つの大

きな考え方として掲げられてきたものであります。これについては、もう既に２０年以

上前から検討材料として上がってきていたものであったということもありまして、それ

ぞれ状況によってさまざま時間軸がずれている状況ではありますが、私たちとしては、

そのときそのときで最良のものを選択できるのであれば選択して、行っていくしかない

というところはございますし、それをやることによって、ほかのものを全てとめて、そ

こまで待ってというような状況でもないものもございますので。それが今、三つ並べた

中でそごがあるというご指摘もあるかもしれませんが、私たちとしてはそれぞれの中で、

やはり対応するべきものは対応していきたいということで、そういうような形になって

おります。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        ありがとうございます。今述べられたことというのは、要するに小金井市の保育の現

状と課題分析については、以前に開かれた保育検討協議会でもさまざまな課題が抽出さ

れてきたけれども、それは不十分であったというふうに市は思っている部分があるんで
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すよね。だから、もう一回保育計画の委員会で行うと。それとは別に待機児童という課

題については、喫緊の課題だったから、これまで先行して取り組んできたと。だから民

営化をするっていうのが一つ、おっしゃっていましたよね。 

        あと、もう一つ民営化をする理由としては、前からそういう意思を市が持っていたか

らだっていうご説明だったんですよ、今おっしゃっていたことって。そうなってくると、

民営化をする理由についても毎回おっしゃっていることが変わるんですよね。きょうに

関しては、待機児童の課題に取り組む中でどうしても必要になったんだっていうことを

強く推していらっしゃいます。それは前回からそうで、前回急に、今後５園が維持でき

なくなる可能性があるから、待機児童をふやさないためには民営化をするしかないんだ

っていう新しい考えを出されてきたんですけど、そうなってくると何が本当の理由なの

かわからないし、その都度、思いついたことを述べられているようにしか思えないんで

すよ。 

        きょうも民営化に関する資料が出てきてはいるんですけど、当日これを配付されて意

見を言ってくれっていうのも物すごく乱暴な話だと思いますし、大体これ、いろいろ書

いてありますけど、何の裏づけもないじゃないですか。その中で本当に保護者の理解を

得て進めたいと思われているのか、非常に疑問に思えてくる状況ですよね。 

        今おっしゃっていた、その待機児童対策を行ってきた中で民営化せざるを得ないみた

いな話は、この資料２１７とも何かずれていますし、本当に保護者としては混乱するば

かりで、一体どうしたものかと思っているんですけど。これは意見なんですが。 

○大澤委員長  ほかにございますでしょうか。 

        大島委員。 

○大島委員   大島です。 

        民営化する理由としての資料は２１７にありますが、この中に今後公立保育園を維持

していくことが困難となっているというのは明記されております。ここにつきまして、

今の公立保育園はもう持続が不可能ですと。それを今、公立保育園では課題もあります

と。ただ、私たち保護者としては課題はありますけれど満足していますという現状があ

ります。それを維持することもできませんっていうのは、市としても説明として書いて

あるんですけど、果たしてそれはどこまで議論されて、どうしてそこの結論になったか

っていうことが、私たちが一番知りたいことなんですけど、それにつきまして何か情報

はないんでしょうか。 
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        これは、課題としては書いてありますけども、２１７には。ただ、その課題を検討し

た結果、どうしてそういう結論に、維持ができないとなったかっていうことについて、

これは説明されていないと私は思っていまして、そこが一番知りたいと思っています。 

○平岡委員   平岡です。 

        多分、角田委員のおっしゃった部分と通じるところで、根拠的なものが言葉で書いて

あるだけでというご趣旨でしょうか。こちらとしても、施設の老朽化に対する問題であ

りますとか、職員の確保の部分でありますとか、市全体の予算、考え方などからそうい

うような結論になったというような説明をさせてはいただいているんですけれども、そ

れの部分についての細かい説明部分が不足しているというようなご趣旨でよろしいです

か。 

○大島委員   はい、そのとおりです。その結論に対して根拠となる資料は例えばこれですとか、分

析結果はこれですとか、それをないまま結論だけ言われているっていうのが今現状と思

っていまして。そこの議論されたという資料があれば、それを出していただきたい。 

○平岡委員   わかりました。では今、お話があったものについては、こちらとして整理をして、準

備をさせていただきたいと思います。 

○大澤委員長  今、２１７ページの公立保育園の課題というところに幾つか挙げさせていただいてい

るところの、活字じゃなくて数字的なものを含めた根拠というところで、こういう資料

のご要望があったというような形で、きょう整理をさせていただくことでよろしいです

か。 

○大島委員   そうですね、結論に至るための客観的かつ根拠を示す資料であれば、そもそも活字か、

それが具体的な数字であったり、または分析結果がありましたり。ただ、市として判断

したというのが絶対あるはずですよね。その判断に至ったという根拠を示していただけ

れば、はい。それを確認したいと思っております。 

○大澤委員長  ほかにございますでしょうか。 

        宗片委員。 

○宗片委員   くりのみ宗片です。 

        今の市に関連するんですけど、先ほどの要支援の児童の数とかアレルギーの児童の数

とかってところで、保育園と連携していますと、要支援の話は。アレルギーに関しても

動的に変動しているので、一概には言えませんとかって話で、もともと何か多様なニー

ズへの対応ってところで、障害児保育を拡大しましょうとか、アレルギー児童にも対応
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していきましょうって話を、それは民営化しないとできませんよと言っているのに、何

かそこの数があやふやなままでその話ができるんですか。対応を拡大できるんですよと

なぜ言えるのかが、ちょっとよくわからなくて。 

        人数はきちんと把握された上で、これを拡大するためには、民営化しないといけない

んですよっていう何か根拠が出てくるのかと思ったんですけど。何か要支援に関しては、

特にその子ども家庭支援センターと保育園で何か連携していますよというだけで、今の

５園で何人ぐらい要支援が必要なお子さんがいてとか、アレルギー対応が必要なお子さ

んがいて、その５園を３園にしたときに、じゃあどうやったらそこも今までよりも拡大

できるようになるのかっていうところが、ちょっとよくわからなくて。 

        純粋に考えたら、５園でやっていました、３園に減りましたって言ったら、その民営

化した２園の分って３園のほうに何かふやしていかないといけないとかあると思うんで

すけど、何かその辺の説明が全然ないまま、２園民営化すればそこが対応できるんです

とか、拡大できるんですっていう根拠がよくわからなくて。そこってどうなんでしょう

か。 

○平岡委員   平岡です。 

        数字上のお話がお答えできなかった理由は、宗片委員がおっしゃっている部分とはち

ょっとまた別の理由でありまして、特に要保護家庭の方につきましては、やはり数とい

うものをなかなか、さまざまな影響がございますので、なかなか数字的なものを申し上

げにくいというところがあります。 

        私どもも、今回、民営化をすることによって、そこの部分を強化していきたいという

のは、受け入れ態勢のマンパワーであるとか、マニュアルは既にありますけれども、そ

ういう連携機能であるとか、そういう部分をマンパワーを強化することによって強めて

いきたいという考え方であります。 

        アレルギーにつきましては、先ほど髙橋のほうからも読み上げのような形にはなって

しまいましたが、基本的に保育指針の中で対応するような考え方は示されておりますの

で、公民問わず、アレルギーのお子さんに対しての対応というのは、今既に行われてい

るのは事実ではあるんですけれども、ただ、病気ですとか症状、それから種類などによ

って、対応がより複雑になってきますので、そういうところをまずは公立のほうでより

力を入れてやっていくために、保育士だけではなくて園全体としてマンパワー、対応を

強化していこうという取り組みとしてやっていくために、人を集約してやっていきたい
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というような民営化の考え方の一つのメニューとして入ってきたという、そういう説明

になります。 

○宗片委員   くりのみ宗片です。 

        そのマンパワーっていうときに、単純な人数で言ったら５園のときのほうが多いわけ

ですよね。人が確保できないから３園にするしかないっていう理由でしかないってこ

とですか、そのマンパワーを集約するっていうのは。 

○平岡委員   平岡です。 

        説明がうまくなくて本当に申しわけないんですけれども、対応することに対して、１

人に対して１人で対応しているという、アレルギー対応はそういうわけではないので、

対応するさまざまな種類であるとか工程のためには、当然、人が必要になってくる、工

程の量もふえてくるといったときに、園の数に配置されている今の人数よりも、より強

化をしていかないと園の数だけでは受け入れられる対応量に限界が出てしまうというこ

とがありますので、その人数を園で集約することによって一つの園の対応する人間をふ

やしていって対応していく、強化をしていくという、それで集約という考え方を持って

おります。 

○宗片委員   くりのみ宗片です。 

        現状だと、そこが不足しているという認識ですか。アレルギー対応とか障害児保育と

か。 

○平岡委員   平岡です。 

        アレルギー対応については、最初に申し上げたとおり、さまざまな症状のお子さんが

いらっしゃいますので、具体的にこのアレルギーですからお断りするですとか、そうい

うようなことはないということになります。当然、民間園でも対応を行っておりますの

で、その中で、それぞれの園の中で連携しながらやっているという状況でありますけど

も、やはり命に係る部分ではありますので、より安全な形でやっていくためには、体制

として強化をしていくべきでもありますし、アレルギーのお子さんの上限を特に決めて

いるわけではないですけれども、これからふえていく傾向に、ふえていく可能性もござ

いますので、そういった部分がふえてから対応できないということにならないように固

めていきたいというのが、アレルギーの考え方です。 

        特別な配慮が必要なお子さんについては、今、公立の場合は１対１で基本対応してい

るという状況がありますので、その１対１対応のお子さんの受け入れ枠の人数をふや
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していきたいというような考え方のところで、集約をかけていきたいというところで

あります。ただ、その方々についてもさまざまなご本人の特性がありますので、全て

のお子さんが１対１なのか、１対１でなくてもみんなで一緒にやっていけるのかとか、

さまざまな状況がありますので、具体的な対象の方の人数の予測については、何人ふ

えるとかいうような状況で立てているわけではございませんけれども、やはりお話が

あって、お申し込みがあって対応するような形で職員を充てていくことにはなるんで

すが、ここは逆に今保育士不足という状況があって、お願いしても保育士さんが集ま

らないという状況の中で、対応はみんなで連携をしながらやっていかなきゃいけない

っていう課題があるというのはあります。 

        要保護家庭につきましては、先ほど申し上げた子ども家庭支援センターが調整役とな

るという制度になっていますので、ただ、やはりさまざまなサポートが必要なお子さん

であったり、保護者の方であったりという状況がありますので、そういう部分について、

より向き合ってやっていくために必要な部分というのは出てきますので、そういう部分

について具体的に何人いらっしゃって、入れる入れないということではないんですけれ

ども、よりそういう方との信頼関係の構築であるとか、そういう方へのサポートについ

て、園としてやっていくための体制づくりとしては、やはり今の人数よりも体制強化を

していく必要性が出てきているというようなところですので、それぞれ目標が何人いて

とか、何人発生していて、今、何人入れないからというような性質ものでは、その要保

護の部分とアレルギーの部分ではないんですけれども、やはりより安全で、よりよい対

応をしていくためには、体制を強化していきたいと。そういうような趣旨でございます。

すみません。 

○宗片委員   くりのみ宗片です。 

        何となくわかったんですけれども、例えばくりのみだと、各クラスにやっぱり１対１

対応が必要なお子さんがいらっしゃったりとかして、多分そういう方からすると心配な

のは、じゃあ公立じゃなくなったときにそこが減るんじゃないかっていう心配が多分あ

ると思っていて、そこがきちんと確保されるのかどうかっていうのが多分一番の心配事

だと思うんですよね。そこはちゃんと対応していただきたいっていうのが、要望です。 

○平岡委員   はい。 

○宗片委員   ちょっと話は変わって、保育士の確保が難しいからっていうところが何か課題として

あるんですけど、民営化したときに、今いるその公立の保育士の方が全員いなくなって、
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また一から保育士を募集してやるっていうときに、なぜその保育士、今確保が難しいと

言っているのに、民営化したらそれは大丈夫なんですっていう論理が、そこに多分ある

と思うんですけど、それはどういう根拠があるんですか。民営化したらみんな大体募集

できているからって話なんです。ニュースとかを見ると、何か民営化したら保育士が集

まらなくてみたいな話を結構見たりするので、その辺ってどういうふうに考えています

か。 

○平岡委員   平岡です。 

        今、民間の園で勤められる保育士さんと公立の保育士とのいわゆる処遇、お給料です

とか、待遇面なんですけれども、また待遇ということでお金の話にもなってしまうんで

すが、国や都のほうが、民間に勤めた場合のみ、お給料の上乗せであったり、そういう

ようなさまざまな待遇をアップするような制度を今導入しています。具体的に一番わか

りやすいので言いますと、宿舎借り上げ事業といいまして、そこの園の会社が保育士さ

ん向けにアパートを借りて住まわせた場合に、そこの家賃をひと月最大８万円程度まで

補助するという制度があります。 

        ただ、公務員の場合は、我々の中の給与の制度の中でありますし、国や都から公立の

場合は対象外とされておりますので、そういったものはございませんので、そういうさ

まざまな待遇面で民間のほうが悲しいことながら、求人で出た場合に民間のほうが今、

強いという状況が出ているというところがございます。 

        ですので、これだけ各所で保育園を新しくつくっているにもかかわらず、保育士がな

かなか集まらないとは言いながらも、保育園の数が思うようにふえないというような状

況になっていないのは、そういうところが大きいというふうに思っていますので、公立

の中で、もともと公立のほうで職員をふやすのが難しいという前提条件は入ってしまっ

ていますが、それに加えて今の待遇面で、国や都がいわゆる公立にとって不利な差をつ

けることによって、保育士の確保がより公立保育園は難しい状況になってしまっている

というのが問題になっているというところです。 

○大澤委員長  佐藤さん。 

○佐藤委員   わかたけの佐藤です。 

        今、国からの補助のいろいろな部分が違うというふうにおっしゃられたんですけれど

も、いま一つ挙げられた家賃借り上げも、どれぐらいの期間補助が出るという約束はさ

れていない現状があります。 
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        あと、今財政のことも発言がありましたけれども、市役所の職員や公立の職員の保育

士の給料と一般の私立園の給与というのは、もともとベースがもう、ちょっと皆さんが

どれぐらい把握しているかわからないですけどかなり違う。そのベースも金額も違うっ

ていうところで、多分、都が私立園に対してのいろんな保障とかが加わっているってい

うのが現状なんですが、それがいつまでという保障がないのが今の現状なので。市役所

のほうの方たちがそうやって理由をもとにおっしゃられるかもしれないですけど、都か

らの補助がいつまで来るという私立園側としてもそういったものの憶測がないので、そ

こを対比にされて人材の確保の違いとか、人気があるとかいうのはちょっと違うのかな

というふうに思います。いかがでしょうか。 

○平岡委員   平岡です。 

        今ご指摘いただいている考え方も、私もそういう考え方もあるとは思っております。

ただ、やはり区市町村においては国や都の補助というものがある、ないというのは、市

を運営していく中で大きな差が出ております。やはり、補助の部分についても、例えば

先ども公立保育園の運営費が出なくなって１０年以上たちますというお話をしましたけ

れども、それについてもいつまでというような考え方は示されていないまま、気がつけ

ばもう１０年以上たってしまっているという状況があります。 

        それから、おっしゃっているとおり、確かにもともとは公民格差是正という考え方が

当然ありましたが、そこのところに加えて、今やはり民間は民間の柔軟性をもって職員

を集められるというノウハウを持っています。例えて言えば、就職お祝い金のような形

で、自分のほうから例えば何十万という形でお金を積んで保育士さんを見つけてくると

いうようなことまで民間は今行っている状況がありますが、公立の場合なかなかそこま

で柔軟な給料の設定の仕方というのは難しいという状況がありますので今現在、将来的

に、長期的に見て考えてというようなお話かもしれませんが、今この厳しい状況が何年

も続いている中で、待機児童と同じですけれども、今、目の前に迫っているこの格差と

いうかギャップというものについて、私たちのほうで何とかするために考えていかなけ

ればいけないという状況があります。 

        そういった考え方の中で、今回市のほうとしては、こちらのほうの考え方をとって理

由にしたというのもなんですけれども、こういう考え方をもって民営化のほうを進めて

いきたいという考え方に至ったというようなところでございます。 

○佐藤委員   佐藤です。 
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        今の話、わかるんですけれども、今説明された話だけを聞いた何も知らない方は、私

立のところは、民間のところはそうやって補助を受けていて、公立には出ていないって

いう確言的な言い方をされたので、そういう場所もあるけれどもそうでもない場所もあ

ってっていうところを皆さんに知っていただくために、ちょっと意見させていただきま

した。 

        なので、人材確保で今おっしゃられたそのお祝い金とか、あるところもあるかもしれ

ないし、ないところもあるかもしれないってそこの認識だけを皆さんにはお知らせした

いなというふうに思います。 

○大澤委員長  ほかにございますでしょうか。 

        大越委員。 

○大越委員   けやき大越です。 

        幾つかあるんですけど、市議会のほうで決議が可決されたっていうふうに聞いたんで

すけど、その内容ってどういう内容だったか教えていただけますでしょうか。 

○大澤委員長  すみません、じゃあ私のほうから。 

        保育ビジョン及び保育の質ガイドラインを最優先で策定することを求める決議という

ところがタイトルでございます。それで、決議の内容を読み上げさせていただくって形

でよろしいですか。 

        西岡市長は、市全体の保育ビジョン及び保育の質の維持向上のためのガイドラインを

策定することを求められているとして、保育計画策定委員会設置のための予算を計上し

た。これは議会も求めてきたところであり、これらの策定自体は一歩前進と考える。 

        しかしながら、そもそも当初より、公立保育園運営協議会において、小金井市全体に

おける将来の保育ビジョン等を踏まえた上での協議が要望されていたにもかかわらず、

西岡市長が明確な方針を示すことも対応することもせず、３年を徒過した。その結果、

公立保育園の民営化のガイドライン策定等を同時並行で行うという現状を招き、混乱を

増大させている。市は保護者と覚書を交わしているが、協議を進める環境が整っておら

ず、真に必要な協議をしていこうという姿勢は皆無である。保育のビジョン、質の維持

向上のためのガイドライン等必要な資料が市側から示されていない中で、民営化スケジ

ュールありきで進められているため、保護者から不信感が高まっているのは当然である。 

        こうした必要なプロセスが省略され、並行して民営化のガイドラインを公立保育園運

営協議会と協議し、作成するのは本末転倒と言わざるを得ない。根拠のない２年延伸を
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公表し、スケジュール優先であるばかりか、保護者のみならず保育現場を含めた職員及

び議会を混乱させている責任は重大である。 

        よって、小金井市議会は、市長に対し、以下の事項を求めるものである。 

       １ 保育の質のガイドライン等の保育計画について最優先で策定すること。 

       ２ 公立保育園運営協議会においては、公立保育園の保護者からの要望に対応し、信頼

関係を大切にしつつ、真摯な姿勢で継続的かつ十分な協議を行うこと。 

        以上、決議する。 

        という内容が、決議として可決されているという状況でございます。 

○大越委員   ありがとうございます。けやき大越です。 

        それを受けて、小金井市としてはどういう考えなのでしょうか。 

○大澤委員長  じゃあ私のほうからです。 

        決議というところで法的な拘束力はないというところはございますけども、やはり大

多数の議員さんの意識というところは、重く受けとめたいというふうな形で私としては

受けとめております。 

        まず、項目でございました、まず１の保育の質のガイドライン等の保育計画というと

ころにつきましては、先ほどの公立の保育園の保護者のほうにも委員として出ていただ

きたいというふうな形でお願いをさせているところで状況でございます。 

        現状、今私どもとしては、委員の選出というのですか、お願いというような状況をし

ておるところであり、学識経験者であったり、民間の園長のほうにもお願いをしておる

ところでございます。 

        それと、関係機関のほうもお願いをしまして、あと公立以外に通われている利用者の

皆様方、あとは保護者とか関係なく市民の皆様方におかれましては、今公募のほうの募

集を行っており、そちらのほうの事務は進めております。 

        それとあわせまして、今回、委託事業者さんをお願いしておりますので、そちらのほ

うの委託の選定の事務を今進めており、ちょっと今日の時点で、例えば今何名がどうこ

うというところは、なかなか申し上げられないところではございますが、そちらのほう

の選定事業を今進めており、まだ第１回目の、日程決まってございませんけど、３月に

進められるようということで、まず予算が可決されている状況がございますので、そち

らのほうまず１点目は進めさせていただいているというところは、まず、ご報告させて

いただきたいと思います。 



 -25- 

        それと２点目です。公立保育園運営協議会というところで、私どもとしては、まず民

営化のほうの関係の議論につきましては、この運営協議会の場で説明をして、こちらの

ほうで協議をしていきたいというような形の考え方は変わりございません。それに当た

りまして、繰り返しの形になりますが、第Ⅲ期の協議の内容というところで民営化のほ

うも議論させていただきたいというところで、示させていただいている。 

        ですが、ただ現状今日も含めて、今ご説明等をさせていただいており、本日につきま

しても現時点で、先ほど大島委員のほうから根拠となるものの資料を出していただきた

いというふうな形で資料要求が出てございますので、次回の３月のこれに向けての協議

というふうな形で現時点では思っているというふうに思っておりますので、すみません、

まずそういう形でご答弁させていただきます。 

○大越委員   ありがとうございます。私たちとしても１番のほう、保育計画策定委員会選出のとこ

は、丁寧にこの運営協議委員会のメンバーと、あと会長も含めて今議論している最中で

すので、結構、真摯にというか、こちら側としてもしっかり検討していきたいなとは思

っています。 

        ２番のほうなんですけれども、これスケジュールありきで本当に進んでいる案だなと

いうふうに感じておりまして、このスケジュール自体はきょう初めて出たものですよね。

議会とかに通さずに、こちらに出ているという認識でよろしいでしょうか。 

○平岡委員   平岡です。 

        こちらの資料につきましては、進めていく上でのスケジュールということでのお話も

ございましたので、今回のこの会議に出させていただくのが初めてで、民営化の部分に

ついてですけれども、ほかで示した、ここまで細かいものを示したところはございませ

ん。 

○大越委員   ありがとうございます。 

○大澤委員長  前回の資料で、年度でこういうことをやりたいというところはお出しをさせていただ

いていたかなと思っています。今回は、先ほど申したとおりに第Ⅲ期協議をするに当た

って、我々としてこういうふうなイメージをもって、先ほど申したように、もしそこが

なかなかうまくいかなければ、ずっと第Ⅲ期の協議内容という形になるわけですので。

仮に細かい、これの何について協議してこうと個別のものはなかなか出しづらかったも

のですので、一つの前回出したガイドラインという形の表記で大変恐縮ですけども、こ

の時期のこれ、これを大体これぐらいまでというような形のというもので資料を出させ
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ていただいたというところでございます。 

○大越委員   ありがとうございます。ちょっと、さっきの決議を次回の資料に添付していただきた

いんですけれども、提出していただきたいのですけれども、それは可能でしょうか。 

○大澤委員長  来週にもお渡しするとか、資料とかは別として、それは可能です。 

○大越委員   ありがとうございます。 

        私自身もけやき保育園の百二、三十人の保護者の代表としてこの場に来ています。な

ので、ある程度責任があるなというふうに自覚してここに参加している立場からの意見

なんですけれども、このスケジュールは、ちょっとかなり厳しいかなというふうに感じ

て、責任が私自身はとれないスケジュールかなというふうに思っていますので、第Ⅲ期

としてこれを受け入れられる、受け入れられないと思うんですけれども、撤回していた

だくとかというのは可能なのでしょうか。 

        多分ここにいる、ほぼ保護者全員、受け入れられないんじゃないかなというふうに感

じているんですけれども。これⅣ期の内容でこれを出すんだったら、この民営化につい

て、ちょっと理解はできるかなと思うんですけれど、このⅢ期の時点でこれをやるとい

うのは、かなり無理があるというか、責任持てませんというのが意見なのですけれども。 

○平岡委員   平岡です。 

        今の質問について、撤回するかどうかという話なのですけれども、まず最初にお話を

したとおり、このスケジュールについては、今まではかなり大まかなスケジュールしか

お見せしていなかった中での、市としてどういうスケジュールを考えていくかというお

話の中で出させていただいたものになりますので、市としてこのスケジュールでいかせ

ていただきますという資料ではなくて、今、組み立てていった中で、これだけの審議時

間を使って、こういう順番でやっていきたいというものをはめていったというような趣

旨のほうが強いというようなところになっております。 

        それとあわせてでございますけれども、あえて、民営化と保育計画のところの表記で

すけれども、上に線を引いたり左につなげたりしていないんですね。ですので、例えば

その他の中に民営化という欄が丸々入っていて、これをはめ込んだというところまでこ

ちらとして資料づくりをしたつもりはございませんので、現時点で民営化の協議をこの

後、入っていっていただけるというふうになった場合には、こういう順で、このくらい

の期間をかけてやっていきたいということから、並べて書かせていただいたというよう

な趣旨でございます。 
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        ですので、運営協議会の中で保護者委員の皆様の中で、とてもこの順、この時期にこ

れをやるのは当然難しいというようなお話になれば、それは市として今後どう協議させ

ていただくかということになるだけで、ここで撤回する、しないであるとか、Ⅳ期に回

そうであるとかいうようなお話の結論まで、ちょっとこのタイミングでお話をするよう

な内容かどうか私のほうとしては、どうかなというふうにはちょっと思うところではあ

りますけれども、今まで何もない中で漠然としたスケジュールだけでお示しした中での

スケジュールでありますので、これをたたき台として、これでおかしいというご議論で

あれば、ここからスケジュールについても改めて協議をしていければというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○大澤委員長  前回も、ここの場で協議をしたいというところで持ち帰りをしていたというところが

あって、なかなかそれに関しては、協議まだ調っていないよねというところがあったり

とか。 

        あと、今２カ月に１回というところの中で、例えば前の前期のときに関しては、１カ

月に１回ぐらいできないかというところも我々としては。そして、その中で、こういう

ことをやっていきたいですけど、いかがでしょうかというところを保護者委員のほうに

投げかけをさせていただいた経過はあるかなと思います。ただ、やっぱり、まだここの

協議会の中で、そこまで至っていないというところで約１年ぐらいお預かりというふう

な形が現状として今もそのような状況であるというところが我々として、こちら側のサ

イドとしては思っているということです。 

        こちらといたしまして、なかなか皆様方に即した形で全てが説明できているというふ

うに思っておりませんけれども、今我々として考えられる、出せるものということは、

お出しをさせていただいて、また今回みたいにこういうものを出してくれというような

形でいただいておりますので、私どもとしては、そのような形でご説明なりご協議をさ

せていただき、対応していきたいというところの一つの今の状況であります。 

        ですから、そういったものも踏まえて、一定の時期に保護者委員の皆様方にお話をし

ていただいて、ご判断をしていただく、さっき言ったような形になるのか、ちょっとそ

こはわかりませんけども、ここの場で協議をしてもらえるように我々としてはちゃんと

努めてまいりたいというような形の考え方を持っています。 

○本間委員長  今のお話を伺っていると、市は一生懸命説明しているのに、保護者の委員がなかなか

協議に乗ってくれないからというふうに聞こえるのですけど、そうではなくて、保護者
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としてはいろいろと求めているし、この進め方だって民営化の細かなガイドライン等の

策定と、それから保育の計画の策定を並行して進めるのはおかしいですよねと何度も言

ってきていますよね。議会からも、それはやっぱりおかしくて、まず保育計画をつくり

ましょうというんで決議が出たと思っているんですけど。 

        結局、きょう出てきたこのスケジュールを見ると、並行進めるどころか民営化のガイ

ドラインのほうが先に枠に入っているんですよね。保育の計画が全部まだ固まる前に、

民営化のガイドラインがもうできちゃっているんですよね。先につくると書いてあるじ

ゃないですか。これって、今まで保護者が求めてきたのと全然違いますよね。 

        ということは、市が一生懸命説明してきて、保護者に真摯に対応してきたんだけれど

も、なかなか協議がまとまりませんよね。だから、第Ⅲ期の協議内容についてというも

の固まりませんではなくて、幾ら保護者がいろんなことをこの場で述べて、お願いをし

てきても、結局、全くそれとは違うものが毎回出てくるから、ああ、我々の言うことっ

て全く聞き入られていないんだなという印象を受けてしまうので、結果この第Ⅲ期の協

議内容というのは、いまだに固まっていないんですよね。 

        もう第Ⅲ期に入って、第Ⅲ期って２年なので、もう１年たとうとしているんですけど、

結果的に何を、どう、この場で協議していくのというのは、この民営化に関しては全く

固まらないっていうのは、これは別に保護者のほうの責任ではなくて、市がそういうふ

うにやっぱり保護者との信頼関係を一生懸命、築こうとしてくださっていないから、残

念ながら固まっていないんだというのが私のほうの意見です。 

        なので、これからは市でも、市議会のほうで、先ほど法定拘束力がないとおっしゃっ

ていたんで、ひょっとしたら根底には別にいいかなと思っているようなところがあるの

かもしれませんけれども、やっぱり市議会でもあのように決議が出たので、これからは

もう少し保護者のほうに歩み寄って、この協議会を進めていただきたいというふうに思

いますので、それが委員長として市のほうにお願いをさせていただきます。 

○大澤委員長  ほかに、このところの議題につきまして、ご質問、ご意見など。はい。 

○大島委員   大島です。 

        先ほどのちょっと資料についてのことに関連するのですが、公立保育園が持続不可能

であるという資料は次回出していただくというお話なのですが、まず持続不可能となっ

た、やっぱり今課題があったため持続不可能になったと判断したと思うのですが、その

ための議論というのは、いろんな、じゃあこういう対策をしましょうとか、こういうふ
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うに解決しましょうとかっていう議論はもう尽くされたのでしょうか。って判断してよ

ろしいですか。継続することは 

○平岡委員   平岡です。 

        まず、こちらのほうで、また訂正をするということが違うというご指摘を受けるかも

しれませんが、持続が不可能だという結論ではなくて、持続していくことが難しい、困

難であるというような状況であります。 

        持続、それについて当然ご指摘は出るかなと思ったんですけど、不可能であれば、も

うとまっています。ということになります。 

        それから、議論については、公立保育園単体のことでしてきたわけではなくて、市役

所全体の事業の中でそれぞれ検討してくる状況があった中で、公立保育園においては、

今ある３園を民営化するという結論に至ったというような状況でございますので、そう

いった考え方の中で、こちらとしてご準備できる資料を出させていただきたいというふ

うには考えております。 

○大島委員   今の話ですと、継続不可能であるという結論がつけられたというわけではなくて、そ

こは議論尽くされたわけではないと、まずは認識いたしますが、それでよろしいでしょ

うか。 

○平岡委員   平岡です。 

        行政において、やはり事業をやっていく上で、不可能だという結論に至るケースとい

うのは、ほぼないと思っています。ですので、やはり、より厳しくなってきているもの

について、最悪に事態の前にどうしていくかということを考えなければいけないという

ことで、進んでくるものがあるというふうに思っているのが一つと、やはりさまざまな

事業を持っている中で、どこまでそこに重点を置いていけるかというところでの判断も

あったかというふうに思っておりますので。保育においては、既に他の事業よりも重点

的に予算も人も割いて維持しようと努力してきた経過があります。 

        その中での現状と将来の状況を考えたときに、これ以上継続していくのは難しいであ

ろうという考え方に至ったという状況でありまして、もう持続困難である、不可能であ

るという断定的な結論に至ったというようなことではありませんし、逆にそういう状況

だということであれば、大変申しわけなのですが、このような会をお願いするような事

態ではなく、よりもっと危機的なようなお話をさせていただくような状況であったとい

うふうに思っておりますので。そういった市のさまざまな選択と優先順位の中で到達し
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た考え方だというようなことになります。 

○大島委員   わかりました。市として、将来的に継続が難しくなる可能性という言葉がいいかわか

らないですけど、そういうふうに判断したということで、それにかかわる、根拠を示す

資料を次回いただくということでわかりました。お願いいたします。 

○宗片委員   くりのみの宗片です。 

        ガイドラインと募集要項の選定基準って本当に全部並列でできるんですか、というの

が私、疑問なんですけど。ガイドラインが決まってから募集要項を考えて、選定基準考

える、普通に。順繰りにやっていくものではないですか。並行して進められるものなん

ですか。そこがちょっとよくわからないというのが。普通に考えたら、ガイドラインが

ちゃんと決まってから、じゃあ事業者募集どうしましょう、選定基準どうしましょうと

順番に考えていくものだと思うんで、これスケジュールが単にないから全部並行に入っ

ているというふうに見えてしまって、そこは、ちゃんと考えていただきたいたいと思い

ます。 

○平岡委員   平岡です。 

        民営化のガイドラインの部分のどの部分を、どれだけ募集要項に委任するかなとのと

ころの考え方もありましたので、順繰りにということではなくて、並行する部分をつく

ったというのが意図でありますので、宗片委員おっしゃるとおり、まずはガイドライン

があって、募集要項と選定基準は逆に同時というのもあり得るかなと思っておりますけ

れども、そのあたりの組み方については、こちらとしても見直すに当たっては考えたい

というふうに思っています。 

○宗片委員   よろしくお願いします。 

○大澤委員長  はい。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        すみません、きょうのこの協議の段階だと、やはり我々として、ここに書かれている

ような民営化を実際に進めていくための協議には入れないという結論であるのは、どっ

から見てもそうだと思うんですけれども。その一方で、この保育計画をつくる委員会と

いうのは、３月から始められる意向だと思うんですけれども、市としては、民営化につ

いては、この協議会で話されたいというふうにおっしゃっていて、こっちの保育計画の

ほうでは、今後の市の保育の方向性を検討されていくということなんですけど、こちら

がこのような状況であるということは、市の保育の方向性として、現状の５園を前提に
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話はしていくという感じなんですか。 

○平岡委員   平岡です。 

        現状分析というところから入りますので、今、公立保育園が５園あるという情報は、

当然、入っていくこととなると思います。それについて、どういう形で進めていくかと

いうのまで、この段階で余り市のほうが決めるのもどうかなと思っておりますけれども、

市としては、こういう考え方を持っているということも当然言わないものおかしいとい

うことになります。 

        ただ、それがスタートラインになるというようなことにはならないかなというふうに

は思っておりますので、そのために現状が今どうなっているのかというところから計画

づくりは入っていくというふうに考えております。 

○角田委員   ありがとうございます。けやきの角田です。 

        であるということは、あくまでも５園あるというところが検討、現状分析等をしてい

くのであれば、今後の報告性についての話も（３）とかに書いてあるので、どのように

議論を進めていくかについて、ちょっと細かいところまでこの資料でわからないのです

けど、仮に保育計画のたたき台みたいなものを多分示されて、それについて意見を聞い

ていくようなものなんですよね。 

        そうした場合、その計画の案として、公立が５園あるという前提のもとつくられたも

のも同時に出てくるんですか。じゃないとちょっと話がおかしいと思うんですけど。 

○平岡委員   平岡です。 

        そこまで確定的なものを今こちらとして決めている状況ではありません。 

        また、新たな会として立ち上げるということになりますので、その手順というか、ど

ういう議論で進めていくかというところについては、やはり委員会の中でも策定委員会

の中でもご議論いただく必要はあるかなというふうに思っております。 

        こちらのたたき台の示し方、それから施策の方向性として、どのような体系のつくり

方をしていくかの部分についても、こちらとしてまだ完全に決め切れているものでもあ

りませんし、考え方としてさまざまあるかなとは思っておりますので、今、角田委員が

おっしゃった５園で継続するという資料をつくるか、つくらないかという部分について

は、今の時点でこちらとしては、決めてはいないというのが答えになるかなと思います。 

○角田委員   ありがとうございます。けやきの角田です。 

        ５園前提の資料を出すかどうか決めていないということなんですけど、そういう細か
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いその資料がどうであるとか以外に、委員会のスタンスとして、あくまで民営化したい

という考え方を示したいということをおっしゃられていますけど、現状ある今の公立園

の体制をなしで進めるのかどうなのかというのは、我々の判断に非常に大きくかかわっ

てくると思うので、だから聞いているんですけど。 

        もしその資料として、こういった計画を考えていますみたいなのが出てきたときに、

それが初めから２園とかになっていると、これはおかしな話だと思うんですよ。だって、

５園をスタートラインに現状分析等をしていく中で、じゃあ今後はどうしていくべきか

みたいな話をするまとめの段階に入って、じゃあ２園て出てきちゃうと、その民営化が

必要なのかどうなのかという話もしていないまま出てくるのは絶対におかしな話なので、

そこをどうされるのか、伺いたいんですけど。 

○大澤委員長  これから決定する計画につきましては、まず策定委員会の中でどういうふうにやって

いこうかというところと、あと事業者さんを今選定していきます。その事業者さんのノ

ウハウというのも伺いながら、保育の計画と質のガイドライン、わかりやすくは二つの

計画を策定していきます。 

○角田委員   何の事業者ですか。 

○大澤委員長  事業者の選定をこれからしてという、事業者のノウハウという、例えばこういう計画

はどうでしょうかという提案も踏まえて計画をつくっていくこともあり得るわけです。 

○平岡委員   平岡です。 

        策定委員会の策定の支援をしてくれる委託事業者も入れます。ですんで、そちらの、

行政ではなかなか思いが行かないような部分のノウハウも相談しながらという部分も市

としては考えとして持っているのでという意図です。 

○角田委員   何の事業者かよくわからなかったです。 

○大澤委員長  すみません。 

○角田委員   途中じゃなかったですか。 

○大澤委員長  当然、公立は今５園であります。そのほかにも私立とかそういったものもありますの

で、要は小金井市全体の保育というような形の中で分析をしていくという形になってい

くというところをまず前提としてあるということです。 

        ただ、あとはすみません、どうしてもその仕様書上のところは、ふんわりとした書き

方で計画の策定なもんですので、そこにつきましては、今後、先ほども言ったように策

定委員会の中で議論をしていただきながら、保育を計画する部分と質に関する計画の部
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分を現時点でまとめていきたいというような形でのお答えというような形で、ちょっと

現状ではご理解をしてもらいたいと思います。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        ちょっと、さらにふわっとしていてよくわからないのですけど、要するに市の考えは

示したいというのははっきりしている中で、今後どういう保育の方向性を考えていくの

かという話をするときに当たっては、公立園が２園になった場合という想定の資料を出

してくるのか、それとも、そのときに公立５園を続けた場合というものも出てくるのか、

もしくは、そこで出てきた現状分析、いろいろ宗片委員とかも指摘されてきましたけど、

いろいろな公立園の役割がある中で、その役割に対してどういう課題があるのかを話し

ていく上では、ちょっと今の５園じゃ足りないよねという結論も当然あり得ると思うの

ですよね。 

        だから、それを考えると、その結論が出てくることを考えると、公立がふえるケース

も想定した上で話をしないとちょっとおかしいと思うんですよ。 

        要するに、選択肢を公立園２園になりますというのを前提とされるのかどうかが知り

たいのですけど。 

○平岡委員   平岡です。 

        そこのところについては、端的に申し上げると、最初に申し上げたとおり決めており

ませんという言い方が一番適切だと思っています。その審議の状況とか検討の状況によ

って、さまざまなパターンのものをお示しする場合もあれば、また違うような形のもの

をつくっていく場合もあるかもしれませんし、その時点で、ただ、私たちが２園という

資料を出したいというふうにおっしゃっていただくんですけども、出したいというより

は、２園にしたいとこれだけ言っているのに、２園だという資料なり情報を全く入れる

ことなく審議をいただくような会議ではないと思っているので、申し上げているだけで

ありますので。２園になるという資料だけを出すというふうに決めているわけでもあり

ませんし、果たしてどのような資料で、どう決めていくかというのについては、まさに

これから委員の方とも含めて考えていきたいというふうに思っていますので。そういう

意味で、ここで断定して決めるべきものだとも思っておりませんので、決めていないと

いうふうに申し上げています。 

        ただ、逆説的に市は２園だと言っているのに、そういう資料出さないんですかと言わ

れれば、思っているのに出さないわけにはいかないなとは思っています。ただ、出し方
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とか、それだけでいくのかとか、それ以外考えるなという話にするのかとか、そういう

ような話では今の時点ではないと思っておりますので、そういう意味で、市は考え方を

持っているのに、それを言わないで、置いておいて話をしてもらうわけにはなかなかい

かないですよねというような趣旨から出た言葉でありますので、それについてここで、

繰り返しになりますけれども、決めていないというお答えしか私としてはしようがない

というふうに思っています。 

○角田委員   ありがとうございます。けやきの角田です。 

        ということは、今のお話は要するに、そうなる場合もあるし、そうでない場合もある

ということですね。要するに２園の資料しか出ない場合も協議の経過によってはあり得

るということですね。 

○大越委員   けやきの大越です。 

        この小金井市保育計画策定委員会に民営化のためにつくるんであれば、保護者として

は、なかなか協力しがたいと思うんです。ただ、小金井市全体の保育の質を上げるため

ならば、協力も考えるっていうふうに私個人的には思っているんですけれども、民営化

のためにつくるのではないということでよろしいですか。 

○平岡委員   平岡です。 

        そのとおりです。 

○大越委員   で大丈夫ですか。 

○平岡委員   はい。 

○大越委員   ありがとうございます。 

○大澤委員長  寺井さん。 

○寺井委員   さくらの寺井です。 

        今のお話の流れでいくと、やっぱりこのスケジュールのこの保育計画と民営化が並行

しているのは、やっぱりおかしいということになります。保育計画の中で後ろの部分に

民営化に行く場合もあるし、行かない場合もあるというほうが合っていると思うので、

これは１行にしたらいいんじゃないかなと。 

○大澤委員長  保育計画の中で民営化の是非というのでしょうか、そこを保育計画の中で議論するつ

もりは、すみません、ないという形で現時点ではお答えをさせていただきたいと思って

います。 

○寺井委員   であれば、ここを、別の話であれば、保育計画がまとまった後に始めるというんだっ
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たらわかるんです。やっぱり今の話の流れでは絶対おかしいと思うのですけど。どんな

説明とか協議があっても、絶対このままではまとまらないって思うんで。 

○本間委員長  そうすると、今の話でもあったとおり、保育計画というのがまず策定されて、それを

受けて運営協議会の中で、じゃあそれの課題を解決するためには民営化が必要なのかど

うかという議論があって、最後、民営化必要だとなったら、この民営化のガイドライン

とおりの各論に入るという、そういう流れだっていうのが多分、寺井委員のお話だと思

うので、それを補足させていただきます。 

○角田委員   確認なんですけど、先ほどの平岡委員と大澤委員長からの発言をまとめると、先に平

岡委員から聞いた、今後５園の選択肢も含めた資料が出てくるのか、それとも２園限定

になるのか、その資料の出し方とか議論の進め方については、その委員の求めによって

変わってくる可能性があるということ。 

        あと、大澤委員長がおっしゃっていたことも大事だと思うんですけど、この保育計画

策定委員会のほうでは、民営化の是非についての議論はされないということは、つまり、

民営化が必要なのかどうかという結論も出さない委員会であるということで合っていま

すでしょうか。 

○平岡委員   二つ並べていること自体がそもそも誤解があるようなんですが、保育計画というのは、

皆さんご理解いただいていると思うんですけれども、小金井市全体の公民問わずの、こ

れからどうしていくかというものであります。確かにその中で公立が重要な位置を占め

るというところで数の話であったり、さまざまなお話が出ているというもの事実だとは

思っておりますけれども、その公立の民営化という手法について、この会で検討いただ

くという考えは、現時点で私たちのほうでは思ってはおりません。 

        小金井の保育をどうしていくか、施策の方向性についてのどうしていくかということ

について検討いただく、公民含めて、どうするかということを検討いただく会というふ

うに考えておりますので、そのようにお答えをさせていただきます。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        ちょっと何をおっしゃっているのかよくわからないんですけども。私がお尋ねしたの

は、民営化の是非について話はしないと。そのことについては、二つ可能性があると思

っていて、あくまで、きょうも冒頭からおっしゃっているように、民営化関連について

はこちらの運協のほうで話をするからそちらではしないということなのか、それとも、

逆にそちらの保育計画策定委員会のほうで結論は出さないということ、つまり民営化以
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外選択肢はない状態で協議する会なのか、どちらなのかということを聞いているのです

けれど。 

○平岡委員   すみません。その協議を進める会は保育計画策定委員会のほうを指していらっしゃい

ますか、運協のほうでしょうか。 

○角田委員   要するに民営化の是非について話は保育計画策定委員会で民営化の是非について話は

しませんというふうに大澤さんがおっしゃっていて、その内容としては、それが何を意

味するかというところでは、民営化必要なのかということ、公立の役割等含めて、この

公立保育園運営協議会があるから、そこで話をするから、もう一つの保育計画策定委員

会ではしないんだということなのか、それとも保育計画、今後の小金井市の保育のあり

方を協議する会においては、あくまでも民営化はやるものとして話を進めていくから、

今さら民営化の是非なんて話しませんよということなのか、どっちなんですかというこ

となんですけど。 

○平岡委員   平岡です。 

        今、角田委員からおっしゃっていただいた二つの選択肢のような考え方を持ってはい

ません。 

○角田委員   じゃあ、どういうことですか。 

○平岡委員   ですので、民営化のことはもうするので、保育計画策定委員会の中で話をしないとい

う理由で話をしないのではなくて、民営化の部分については、保育計画策定委員会の中

で話をする範疇には考えておりませんので、ここについては、全体の中で、すみません、

うまく説明ができていない自覚はあるんですけれども。角田委員がおっしゃっているよ

うな理由で保育計画策定委員会の中で民営化の是非の話をしないというふうに整理をし

ているつもりはありませんけれども、保育計画策定委員会の中で民営化の是非について

話をしないということだけは、事務局としてはそういう考え方でつくっていこうという

ことに変わりはありません。 

○角田委員   角田です。 

        ということは、要するにどういうことなんですか。ちょっと今のご説明だと同じこと

を繰り返されているだけで、保育計画策定委員会の中で民営化の是非の話はしないとい

うことだけは、今も繰り返しいただいたのわかるんですけど、それって要するにどうい

うことなんですか。 

○平岡委員   どういうことと言われても話すべき所掌だと思っていないので話さないんですが。そ



 -37- 

れが前提条件があるので、ここで話さないという考え方ではなくて、保育計画策定委員

会として策定していく内容の中で民営化の是非というものについて話すものだという考

え方ではないので話さないというところだけなんですけれども。 

        それが決まっているから、決まっていないからとか、別のところで話をするからとい

うわけではなくて、この会の中でそれについて話すという考え方ではないというところ

ではあるんですが。 

○角田委員   角田です。 

        今のお話だと今後の小金井市の保育施策というのは、公立民間含めて今後どうなって

いくのがいいのかという話だと思うんですね。ということは、公立園の今後のあり方を

考えていく上で、民営化するかどうかとか、このままどういう役割が公立にあって、そ

のためには何をしていったらいいのかという話を話していく上で、民営化という考えを

市が持っている以上、非常に関連性が高いわけで、それが保育の今後の方向性に関係な

いから話さないというのはちょっと意味がわからないんですけど、何で関係ないんです

か。 

○平岡委員   すみません、物分りが悪くて、そういう意味だというのが今わかりました。すみませ

ん。 

        平岡です。 

        市の方針として民営化したいという方針を持っているというのは、確かに事実であり

ます。ただ、それが理由でこの保育計画の中で話をしないというような理由ではないと

いうところでありますし、皆様とこうやって協議をしているという状況もあり、民営化

については、運営協議会でという話もさせていただいていますので。そういった所掌の

分担というのも変なんですが、そういう中で、保育計画の中ではその話について、民営

化する、しないの部分についての話をしていくという考え方を持っておりませんが、確

かに角田委員がおっしゃるとおり公立の役割ですとか、そういう部分について全く話を

しないというところはありません。 

○佐藤委員   わかたけの佐藤です。 

        でも、今の話を伺っていると現状のままの市にある保育園公立、民間の中での小金井

市の保育をどう考えていくかということになると、民営化云々のことは、そこではしな

いというと、やっぱり今の現状の５園の公立、５園ある今の現状の役割からどんなふう

に保育の計画を立てていくかというところが一番ベースになるんじゃないかなと思うん
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ですけども。違いますか。 

        現状あるのは、公立は今５園あって、その中で私立園もあって、小金井市の保育、さ

あ、今現状として公立園５園あります、私立園も幾つかあります、どんな保育を計画す

る上で何を大事にして、どこをどんなふうにするために、どこにどういう役割があって、

先ほど言っていたアレルギーとか担い手がどういうふうに分担をされていくか、それで

内容も入っていくのかなとも思うので、現状スタートとしては、５園が一番ふさわしい

のじゃないのかなというのが私の意見ですが、どうですか。現状は今の市の体制として

は５園。民営化で２園とあるけれども、現状としては５園。そこをスタートで話されて

はいかがかなと思うんですけれども。 

○大澤委員長  今回のまず計画のもととなるものというものが、とりあえず今、公立保育園５園あり

ます、民間園も何園もあります。当然のごとく、今このぐらいのお子さんが預かってい

ただいていますとか、あとはその中で、例えば時間的にこんな時間までお預かりをして

いますとか、そういったいろんなものを皆様方にお出しをしてからスタートしてくとい

う、まずスタートのイメージとしてはそんな形が今考えているところはあります。 

        あと、そういった状況の中で、そこからいろいろ課題とかさまざまなところも出てき

たりとか、まだこれから委員会というところで、我々としてはこんなようなイメージと

いうものは持っているところと、あとは事業者さんが選定されたりとか、あと当然その

中で委員会として立ち上がって、どういうような形でつくっていこうかというような議

論はされてくというところもあります。 

        ですから、そういったところの中で、ちょっと今、我々が考えていること、ちょっと

変わったりとかしたりとかするかもしれませんけれども、一応内容としては、こちらの

ほうの策定委員会、その要綱に書かれているような設置の目的、所掌事務に合せたよう

な形でまず計画をまとめていきたい。その作業を今進めさせていただいている。    

 よく言われたのが、保育に特化したビジョンというものを言われたことがあったかな

と思っています。あと要は、さまざまな面での質に関する向上、ガイドライン的な形の

要素もございましたので、通常わかりやすくは二つぐらいの計画を一つにまとめる。た

だ、それもどのような内容にしていこうかというのは、これからの議論の内容にもなっ

てくるのかなと。そういったものを来年度１年間かけてまとめさせていただきたいとい

うところが現状というところです。 

        ですから、そこの中で今の時点では公立保育園の民営化をそこで、その策定委員会の
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中で民営化をしたほうがいいとかというところを議論するところに関しては、現時点で

はそういう議論をそこですると、考え方を所掌としては考えてはいません。 

○佐藤委員   佐藤です。 

        ２園をスタート、２園公立のスタートで話を始める保育計画と５園ある状態でどうい

う役割を担って計画していこうかというのは、やっぱり大きく変わってくると思うんで、

そのスタートの位置がどちらにつくのか。２園の公立の役割としてある中で、そこをど

うやって担って保育計画を立てていくのかと、そこが５園あったらどうなのかというこ

とでは、随分スタートの始まりが変わってくるんじゃないかなとは思うんですが。ここ

は自然体とは言いながらも公立の担っている役割というふうに、先ほどからおっしゃら

れていたので、ともすると、やっぱりそこがもし２園となるところが前提として話が始

まるのか、５園でという話になるのかと、やっぱり計画は変わってくるのかなと思いま

すが。 

○平岡委員   とても大事なところなんだろうとは思うんですけれども、今ストレートに言うと現状

のとき当然、今５園です、民間含めて３０なり４０なり数があってという現状やった後

に、じゃあどうしようかといったときに、公立２園でこういうことにしますというのが

いきなり、ぼんと出ているのはどうですかねという話を多分されているんだと思ってい

るんですけど、その二の矢のところをどうするかという考え方を市のほうでは、何度も

言うようですけれども、それは今考え方として、これだけというのは持っていないです。 

        ただ、市として２園だって言っているので、２園だとこうだよというのは出す必要は

あるのではないかとは思っていますけれども、それしか出さないとか、じゃあ３園だっ

たらどうなんだろうと６園だったらどうなのかとか、じゃあ５園だったとしてもどうな

のかとか、さまざまあると思うんですけれども、今そこのタイミングの資料の出し方、

手順について、きっちり決めているわけではないというのは先ほども申し上げたとおり

ですので、現時点で皆様のほうでご納得いただけないのであれば、２園の絵しか描かな

いで出すということを今、市のほうで決めているわけではないということだけは、確実

です。 

        ただ、審議をされていったり、その中の状況でどういうふうに出ていくのかというの

は当然、先ほど申し上げたとおりですし、委員さんの中でさまざまなご意見とか、こち

らが想定しないような考え方のご提案なりご質問も出てくると思いますので、今その流

れとして大事なのかもしれないのですけれども、そこの一つのそこのところを限定的に
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どうするかというのを今決めているわけではないというお話をしているだけですので、

５園の現状があって、あるときから２園ですよ、はい、じゃあこれで、っていうことだ

けやろうとしているんですよねということを多分心配されていると思うんですけれども、

そういうような極端な考え方を持っているわけでもないですし、そもそも、そこまで、

まだ考え方を固めているわけでもありませんので、それは紛れもない事実でありますの

で、皆様のほうでそれはおかしいですよというご意見はいただいていますので、そうい

うご意見は運協の中でも多々いただいたというのは、こちらとしても認識して進めてい

きたいと思います。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        これまで平岡委員と大澤委員長のご答弁を聞いてきて、平岡委員の今のお話も含める

と、どういうふうに議論を進めて、どのような資料を出すかについては、委員次第みた

いなところがある、変わっていく可能性があるということをおっしゃっていたんですけ

ど、大澤委員長のほうは、民営化の話はしない、民営化の議論はしないと言ってますが。 

○大澤委員長  是非をそこで議論するつもりはございません。 

○角田委員   何かそれってずれているように思うので、どっちなのか気になるということと、仮に

大澤委員長のほうのご発言で、民営化の是非はそこで議論するわけではないということ

なのであれば、今のお話を総合すると、この保育計画策定委員会は民営化は前提としな

い上、民営化の是非も議論もしないから、民営化という結論は出ないというふうに読み

取れるんですけど、それで合っていますか。 

○大澤委員長  計画の最終がどういうような形でまとまろうかというところは、すみません、いろん

な計画がありますので、まず、今あるのは、ここに書いてある所掌に書いてある、まず

今後の保育施策として取り組むべき方向性というものとともに、まず皆様方から言われ

る保育に特化したビジョンというものが掲げ挙げられなければいけないのかなというふ

うな思いではおります。 

        それとあわせて質に関するガイドライン、これに関しても記述だけずらずらずらずら

書かれてるものであったりとか、あとは、よその自治体で見ますと、いろんな項目があ

って、それをチェックしていくというような形で保育士さん等が見て参考になるような

ガイドラインというところも、いろいろまちまちな計画がございます。ですから、一応

基本的にはそういうものをつくっていきたいというところは、まず根本としてはありま

す。 
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        その時点で、その計画の中で公立保育園が民営化の是非、民営化する、しないとかっ

ているところをこの検討委員会の場で民営化をすることに、公立の保育園が民営化をす

ることに関してご意見を伺いたいとかっていうところの考え方、そこの中でそういうこ

とを議論していただく、結論を出してもらうという形の考え方は持っていません。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        ちょっとまだ戻って恐縮なんですけど、平岡委員の話では２園にした場合に限定した

資料を出すわけではないというふうにおっしゃっていて、ということは委員の話次第に

よっては、５園を続けた場合の資料が出てくるものというふうに想像できるんですけど、

もし５園を続けた場合の資料と仮に民営化してそれが２園だった場合の資料出てきたら、

おのずと民営化の是非の話になっちゃうと思うのですけど。 

○大澤委員長  これから、すみません、今の時点で恐縮です、まだ立ち上がっていない状況があって、

明確のところなかなか言えませんが、一応この策定委員会の中では、とりあえず先ほど

申したとおりの、まず設置の目的があって、所掌していく事項、計画をつくっていこう

というところがあります。ですから、そこの中でもちろん議論はしていきます。 

        ただ、さまざまな委員さんがいられる、おっしゃられる中で、例えばこういった資料

出してくださいとか、こういったものと議論は出てくることは、そこで、それはやめて

くださいというふうな権限も、ほかに会長さんも立ててやる予定でおりますので、そこ

で一旦議論を制止するというのはなかなか難しいところはあるかもしれませんけれども、

とりあえず、設置の目的とその所掌に合わせた計画をまずつくっていきたい。 

        まだ構成がさまざまな、さっき言ったように、例えばこの自治体のこれを目指してい

くんだというものが今、すみません、いろんなところがあって我々も見てはおりますけ

れども、まだこういうふうな雰囲気で、これでいこうとかというの決まっているわけで

はないんですね。決めているわけではない。 

        当然、事業者さんがいろいろ多分こういう計画にたけている自治体もあれば、そうい

うふうにプレゼンを受けたこの事業者さんのこういうの参考になるねというところでま

た事業さんを選んでいったりします。当然、そこの事業者とそこの委員会の中で１年間

までのスケジュールの中で、こういうところをここまで、こういうところをここまでと

いうところをまず１回目の会議の中で決めていくのかなというふうに思っております。 

        当然その中で、事業者さんからこういう計画の策提案みたいなものがプレゼン、提案

されるという予定もありますので、そういったものを踏まえて進行していくというよう
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な形に今事務局としては思っています。 

○角田委員   角田です。 

        要するに今のお話でよくわからなくなったんですけど、仮に５園を継続した場合と民

営化した場合の資料は両方出てきた場合、民営化の是非の話になっちゃうんじゃないか

っていうお尋ねしたところ、その話が出てきて、その議論を妨げることはしない。 

○大澤委員長  基本的には、そういう意見が出た場合は、ここはすみません、民営化を議論する場で

はないというような形で調整は、調整というか会長のほうには進言はさせていただきた

いというふうに思います。 

○角田委員   じゃあ、妨げないのではなく、妨げるということですよね。 

○大澤委員長  民間の是非を議論する場合になった場合です。 

○角田委員   それはないからですよね。 

        ただ、平岡さんがおっしゃっていたように５園を続けた場合の資料と検討の状況で今

の保育の課題がいろいろ出していった中で、あれ、じゃあ今の公立園の数じゃ足りない

ようねという話が出た場合には、ふやした場合どうなのかという検討も当然しなければ

ならないので、ふやしたケースも資料も出る可能性がある。市としてやりたいという意

思を持っているから民営化した場合の資料も出てくるとなれば、どういう話になるかと

いうと、確実にその民営化の是非の話になると思うんです。ただ、それについてはちょ

っとそれを決定していくような場ではないからやめてくださいという形にとめに入ると

いうことは、要するに民営化することを前提にするのか、そうではないのかということ

が、どっちだかわからなくなったんですけど、それどっちなんですか。 

        今までの話だと民営化の是非はこの保育計画の委員会の中で話はしませんということ

なので、であれば、民営化をしたほうがいいという結論は出せないし、それが前提にも

ならないと思うので、この保育計画検討委員会の中で当然民営化を前提とした資料だけ

出てくることもないし、それ民営化すべきかどうかについての議論もしないということ

は、民営化をすべきであるとか民営化しましょうと結論には当然ならないと思うんです

よ、話ができないから。そう解釈するのが自然だと思うんですけど、それで合っていま

すかね。 

        それをもし否定するとしたら、もう民営化決めたことだから、それはただもうやって

いくだけのことで、だから話はしませんということなのか、どっちかだと思うんですよ。

どっちなんですかね。 
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○大澤委員長  繰り返しですみません、まず、市として民営化をするっていうことについては、繰り

返しになるんですけど、行財政改革の中でも、アクションプランの中でも考えとしては

持っています。それに向けて進め方というか、それについての取り扱いというのは、こ

ちらのほうの運営協議会の中で議論をさせていただきたいという一つの考え方がござい

ます。 

        もう一つのほうの、保育計画のほうの観点のまず１番のスタートとしては、皆様方か

らよく、保育のビジョンという形をずっと質疑、質問されていたかなと思っています。

小金井市におきましては、要は子ども・子育ての総合的な理念というものは持っている

ということは何回も話をさせていただいたかなと思っています。そういった状況の中で、

ただ、保育に特化した部分と言われたところにつきますと、基本的には同じ子ども・子

育てと同じような同様の理念というところは、考えていますけれども、特化したものは

ないというところで今までご答弁をさせてきていただいたかなと思っています。 

        そういったところもというところの中で保育のビジョンというところがまずスタート

としてある中で、さらにあわせて今後の保育の施策、さまざまなニーズに多様化されて

いるニーズ、皆様方から求められているもの、そういったものがなかなかできてない事

業等もございます。そういったものも取り組んでいく方向性として示していきたいとい

うところで、そういった状況の中で保育の計画をつくっていきたい。多分そういった議

論の中で先ほど皆様方から言われているような公立の役割ですとか、民間園の役割です

とか、そういった議論も出てくることも想定はしてございます。そういったところの中

で、市としてどのような形の計画にしていこうかところは、まずまとめていくという形

になるのかなと思っています。 

        ただ、もともとその計画の位置づけ的なものとして、この設置されているビジョン的

なもの、今後の取り組むべきものというものをまず基本として、市としては、まず計画

としてつくっていきたいと。あわせて、俗に言う量はふやしておりますので、質と言わ

れる部分のガイドラインという部分もあわせてこの計画の中でつくっていきたいと。 

       ですから、保育の計画的なのは、例えばの話ですけど、例えば公立保育園のあり方だけ

を検討するわけではないんですね。公立保育園のあり方というふうな形で検討していけ

ば、さっき言ったようにそれが当然、公立保育園の役割があったりとか、そういうもの

があって、それが果たして運営していくためにどんなふうな選択肢があるのかっていう

ふうな形での議論に、中心になっていくと思っています。 
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        ただ、今回に関しては、その公立保育園のあり方を検討するんではなくてというとこ

ろなもんですので、現時点では今回の計画の策定に関しては、公立、私立そういったも

のに、あと利用されている保育の全体の計画的なものをつくりながら、小金井市の保育

としてはこういうふうな方向性、ビジョンっていうんでしょうね、そういうものを皆様

方求められているものを策定していきたいというようなところで今考えておりますので、

すみません、繰り返しの答弁になりますけれども、その旨でお話しをさせていただきた

いと思います。 

○角田委員   角田です。 

        ごめんなさい。ちょっとすごく壮大な話をされちゃった中で恐縮なんですけど、私が

お尋ねしたのは、これから正式にこの保育計画策定委員会に委員を出してくださいとい

うご依頼をいただくかと思うんですけど、そのご依頼の内容として委員会が民営化を前

提としたものなのか、そうじゃないのかどちらなのかっていうことと、仮に前提ではあ

りませんということであれば、協議を進めていく中でいろいろな資料が出てきた内容に

よっては、民営化すべきかそうじゃないのかという議論になり得ることも想定できるん

ですけど、それについて議論をしていいのかどうかの２点なんですけど、それについて

どっちなのかを教えてください。 

○大澤委員長  まず、議論をしていいかというのは、ちょっとそのときになって、その策定委員会が

立ち上がった状況の中で踏まえて判断をしていかなければいけないところもありますし、

一番最初のその１回目の会議のところでルールを決めていく可能性もあるので、今の段

階では我々としてどれが正しいかと、なかなかここの場でちょっと申しづらいところは

あるかなというところもあります。 

        それと、民営化が前提なのかというところで、今の時点で繰り返しになるんですけど、

公立保育園のあり方だけを検討していくわけではないので、ですから、保育の計画とい

うのは民営化とかする、しないにかかわらず、保育のビジョンであったり質のガイドラ

インが必要というような形で市として判断をして、今回、計画を作らせていただくこと

になった。それと、こちらのほうを優先的に取り組みなさいよという決議もいただいた

という状況ですので、市としましては、繰り返しの形のお話になりますけれども、あく

までも保育のビジョンであったりとか、今後の取り組むべき方向性とか、そういった計

画をまずつくっていきたいというような形の考え方で今この要綱なり、皆様方にご照会

をかけさせていただいていると。 
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        あとは、今後の運営の進め方というところにつきましては、事業者さんが決まり、ま

たその中で、委員さんの中で、所掌の中で議論をしていただきながら、その計画の位置

づけとかそういったもの明確化してきながら計画を策定していきたいというところで今

考えておりますので、それをもとに検討委員会、委員の選出については、その旨でご判

断、ご理解をしていただきたいというふうに思っております。 

○大越委員   けやき大越です。 

        多分、角田委員は不安に思って、その民営化の話とかがこういう場で議論されていっ

て、結局、じゃあ民営化のための、何ていうんだろう、計画だったのかとなるのが不安

でこういうふうにおっしゃっていると思うんですけど。要は今の大澤さんの話をちょっ

とまとめると、この中では民間の是非は議論しないというところと、あと公立が５園か

ら２園になるとかそういう記述もないというのが、ここで、みんなのこの場で約束され

れば、多分、不安ある程度はなくなるのかなと思ったのは私だけでしょうか。 

○大澤委員長  公立保育園のあり方を議論するわけではないので、そこの計画の中に何園を何園にす

るというふうな記述は、私のイメージで申しわけないんですけども、そういうような記

述になるという、公立のそのあり方を検討、そこを議論するわけではないので、そこは

考えていないということです、私自身として。 

○角田委員   角田です。 

        今のお話だと何園を何園するという記述をするような計画が出てこないということは、

民営化の結論が出るわけではない。 

○大澤委員長  民営化の是非をそこの計画、そこでこの策定委員会の中で議論するつもりはありませ

ん。 

○角田委員   それはわかりました。 

○大澤委員長  民営化の議論以外の説明とか、民営化も何もなくて、民営化できるわけではないので、

繰り返しになりますけれども、ガイドラインであったりとか、そういったものをどこか

でつくらなければいけないという形になるんですね。今の段階では、まだそこまで整っ

ているわけではない。 

        ですから、そこをつくった場合には、この運営協議会の中で協議をさせていただきた

いというところは、そこでそれは議論させていただきたいと思っております。 

○角田委員   民営化についてということですね。 

○大澤委員長  そういうことです。 
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○角田委員   切り離すということでよろしいですか。 

○大澤委員長  あくまでも策定委員会の中で民営化に関する議論を、民営化がいいとか悪いとか、言

い方が変です、もし民営化をする、しないという議論をするんであれば、多分子ども・

子育て会議ですべきものかなと思っています。もしするんであればですよ。今、全然そ

ういうのはないですよ。誤解のあるような言い方して申しわけないですが。 

○角田委員   そういう話になるから、誤解したのであって。 

○本間委員長  １点すみません、確認なんですけれども、民営化の是非について、今回の策定委員会

ではやりません。民営化については、運営協議会で議論したいと思っていますというと

ころはわかったんですけど、民営化の是非は運営協議会ではなくて、子ども・子育て会

議の場でやるんですか。 

○大澤委員長  それはしないです。訂正します。子ども・子育て会議のところの発言は撤回をさせて

いただきます。 

○本間委員長  ちょっと確認なんですけれど、民営化の是非は運営協議会で議論すると思っていてい

いんですか。 

○大澤委員長  民営化のする是非は、何をもって是非というのかなかなか難しいなと思っているんで

すけども、市としては民営化をする方針は持っています。それにつきまして今、保護者

委員の皆様方にご説明をしてございます。当然、民営化をするにつきましては、一定の

ルールを決めてかなければいけない状況もありますし、最終的には、それに伴う予算と

いうのが出てきます。それらの、あと条例の改正をしなければいけないという形になり

ます。それらが議決がされないとできないというところは、一般的な流れとしてはある

かなと思っています。 

        ですから、まず私どもとしてはまず、ここにいる運営協議会の委員さんの皆様方に民

営化に関して、次のステップに行けるようにお話をさせていただきたいというところが

今私どもの考えている考え方でございます。 

○本間委員長  多分あえて避けているんだと思うんですけど、保育計画のビジョンというのはかなり

大きな話ですよね。今お話されたのは、民営化を進めるための細かな手続、ステップに

ついてという話ですよね。その間にじゃあ小金井市としての保育の課題を解決するため

に民営化が必要なのかどうなのかという議論があるはずで、それを是非と呼んでいるん

ですけども。多分それは是非と呼んでいる方が多いと思うんですけど、今のお話はそこ

をあえて避けていますよね。その是非の議論をどこでやるんですかというのが私のご質
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問なんですけど、それはどこでやるんですか。それともやらない。 

○大澤委員長  今お話をしているところは、まず一つのポイントなのかなというふうに思っています。

こうやって運営協議会の皆様方とお話をしている。例えば、言い方が変で、すみません。

例えば、多数決とか住民投票とか、そういうので決めるとかというわけではないと思っ

ていますので、基本的には、ここに、今皆さん方にまずお話をしているところで、ご説

明をさせていただいて、ここでご説明をさせていただきながら、ご理解をいただきなが

ら進めさせていただきたいというところが今の考え方です。 

○本間委員長  民営化の是非は、今ここで議論していますということですか。 

○大澤委員長  民営化をさせていただきたいというふうにご説明させていただいているという形にな

ります。 

○本間委員長  民営化の是非をここで協議しているという、そういう認識で合っていますか。 

○大澤委員長  市としてまず民営化の方針というのは、繰り返しになって恐縮ですけれど、持ってい

るというお話はさせていただいています。それにつきまして、最終的に、どこ、誰が決

定権かというところは、非常になかなか難しい部分があるのかなと思っています、そこ

の件に関して。 

        ただ、我々としては、まずこの民営化に関して進めさせていただきたい。それに関し

て、運営協議会の中でお話をさせていただいて、今回でいくと第Ⅲ期の協議内容に入れ

させていただきたいというところが、今考えている、考えているというか、私が考えて

いるところでございます。 

○角田委員   角田です。 

        今のお話は全然、違うと思いまして、本間委員長がおっしゃっている民営化の是非を

どこで協議を行うのかということについての答えではないと思うんですよ。今この場で

されていることというのは、本来であれば、民営化が必要なのかどうなのかという検討

を、それは時間がかかるでしょうけれど、一からきちんと協議していく必要があるから

お尋ねしているのであって、今この場で起こっていることというのは、唐突に市が民営

化したいです、３園民営化したいですってことをおっしゃってて、でも実際は進めてい

きたいんだけど、それについて保護者として民営化の是非について結論が出るような話

し合いをしたことがないし、したことがない中で、判断がつかないから、ちょっと余り

にも唐突であるから、ちゃんとそれが正しいということを証明してくださいよって言っ

てきているのが現状であって、それって民営化の是非をきちんと協議するのとは全然違
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う話だと思うんですよ。わかりますか。 

        だから、それをすっとばして保育計画の策定のほうで、もう決まったものとして、２

園を前提に、それ以外のトータルの小金井市の保育について方向性を出してくださいと

いうオーダーなのか、そうじゃなくて、今、現実として公立は５園あるから、それをス

タート時点として今後、今どういう課題があって、今後どうしていく必要があるのか協

議してくださいというのは、全然意味合いが違うんですよ。もうそれは、今まで何人も

の委員が言っていると思うんですけど。そこは余りにも大きな違いなので、そこをはっ

きりしていほしいというお話なんですよ。 

        これまでの大澤委員長のお話だと、この保育計画策定委員会の中で、民営化の是非の

話し合いをしないというふうにはおっしゃっているので、じゃあそれは、この保育計画

策定委員会の協議の中で、民営化については論点に上がらないのか。さらに、さんざん、

何回も何回も市としては２園にしたいですということをおっしゃっていたのに、何園を

何園にするという記載はしないとおっしゃっているので、ますます意味がわからなくな

ってきているんですよ。 

        その考え方を示すというふうに平岡さんもおっしゃっていたりするので、そのあたり

よくわからない中で、じゃあ、仮に保育計画策定委員会で民営化すべきかどうかという

話をしないのであれば、その話はどこでするんですかということなんですけど、どうな

んですかね。 

        その話はどこでもせずに、とにかく公立園２園にして、３園民営化したいから、それ

に向けて突き進んでいくんだということなのか、どうなのかということが気になるんで

すけど、どうなんですか。 

○大澤委員長  民営化に関しては、市として３４年、２園したいという計画ということは、もう繰り

返しのようにお話をさせていただいてます。それに関しまして、運営協議会の場で民営

化に関してまず、いきなり保護者にご説明するという状況ではないと思っておりますの

で、今こちらのほうでお話しをさせていただいているというところです。 

        あと、保育のほうの検討委員会につきましては、民営化する、しないにかかわらず、

我々として保育の質のガイドラインがあったり、そういうものが必要だというふうな形

で判断をさせていただきました。 

        ただ、最終的なその計画がどういうような形のまとまりになるのかというところは、

すみません。保護者から言われていたのは、保育自体のビジョンを出してくれというよ
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うな形で従来から言われてきたのかなと思っています。我々としては、子育ての分野に

関する、ビジョンというか方向性というものは持っておりますけども、保育に特化する

部分に関しては持っていないというところでお話しをさせていただいたところもありま

す。 

        ですから、基本的にはそういったものとか、あと、さまざまな求められているニーズ

等もあるというところの中で、そういったものもどのような形で方向性を示していくか

というところを、一つの保育の計画というような形で今、考えております。 

 そこで、今後の策定委員会の中で、もともとの計画をつくるに関して、保育の民営化

に関して、民営化に関してそこで民営化をする、しないというものは、その策定委員会

の中では、しないというか、分かりませんよと。あくまでも計画を策定していただく。

民営化に関して、いい悪いとか、例えば、こういうことにしようとかということに関し

て、保育の策定委員会の中でそれを取り込むとか、そういうような形では考えていない

という形で、すみません、繰り返しのお話しになるかもしれませんけれども、その旨、

お話をさせていただきたいということです。 

○大島委員   運営協議会についての理解という形で、今のお話として思ったところですが、運営協

議会の中では、民営化の是非を問うというところではありません。運営協議会は市とし

て決めた民営化のプランについて、私たちに説明していただく。私たちはそれについて、

意見を言う場だと理解しております。 

        ただ、私たちの意見によっては、そのプランが変更になることはありますし、私たち

の意見によっては、そのプランがなくなることもゼロではないと理解しておりますが、

それは間違いではないでしょうか。 

○大澤委員長  プラン。 

○大島委員   はい。今、考えています民営化する計画というものが変更する、私たちの意見によっ

ては内容を変更していく。または、私たちの意見によっては計画自体がなくなるという

ことも可能性はゼロではないという判断で私たちはいるのですが、それは正しい理解で

しょうか。 

○大澤委員長  まず、民営化をする計画というのがあります。そこに関しては、当初は３２年という

計画でおりました。それが、昨年、皆様方と話し合いの状況の中で、３２年というのは

難しいというところで、これが３４年というところで、これも一つ計画が変わったとい

うことは言えるかなと思っています。今の時点では、まずそこは一つ言えるのかなと思
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っています。 

        ただ、言ったように、民営化をするに当たっても、大変いい方は失礼なんですけれど

も、やはり募集をしたりとか、引き継ぎをしたりとか、それをぎゅっと縮めるというこ

とには、なかなかなりづらい部分というのはあるかなと思っています。ですので、そう

いった点では、今の時点では、３２年だったのが３４年に変更はさせていただきました。

今は３４年度の民営化に向けて、皆様方とお話をさせていただきたいというふうな形の

考え方でおります。 

○大島委員   ですので、市としては民営化を前提とした話をするというのは、私は当然だとは思っ

ている、まあ決まっているわけですから、計画として、当然だと思っておりまして、そ

れに対して、私たちはさまざまな意見を言っていく。その理由も知りたいですし、間違

っている可能性があったらそこは指摘していく、それが正しいやり方だとは思っていま

して、その内容によっては計画が修正されていく。そういうものがこの場だとは思って

おります。それが間違っていないというのは、回答いただいたと理解しております。 

        保育計画に関しましても、同様に市としては、もう２園を前提とした資料を出さざる

を得ないと私は考えておりますが、ただ、その場において、もし出したとしても、これ

は決定事項ではありません。今、検討していることですというのも、その中ではしてい

ただけると思っているんですが、それは間違いないですか。 

○大澤委員長  これから議論をしていくところがありますのでちょっとイメージがつかない部分はあ

るんですけれども。 

○大島委員   ごめんなさい。ちょっと趣旨が、今の質問の趣旨とちょっと違っているかもしれない

ですけど、私が言いたかったのは、市としては仮に２園という形での保育計画のための

資料を出したとします、出すと思うんですが。出すとしても、それはその場で、決まっ

ていることではありませんよというただし書きは、私は必要だと思っているんですね。

なぜなら、それは、まだ理解を得れていないという状況というか、そういうのがありま

して。何ていうんですか、それを前提として話はしない。資料としては出しますが、２

園は決定していることですよというもと計画をつくるというわけではなくて、それは検

討している、まだ進めている段階ですよという形で、断り書きを入れていただくものと

私は理解していますが。 

○大澤委員長  ３４年に２園の民営化をしたいというところが、まず一つ計画があります。最終的に

は、まだ何年に３園目というところはまだ、何年目というのはまだ決まっているわけで
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はないです。実際、市としての考え方として、計画としては。 

        だから、３４年には２園民営化をするという市の方針がございます。だから、そうい

った形の、求められた内容と、要求によりますけれども、内容によってはそのような形

はあるのかはちょっと。市としては３４年に２園というところは、方針として決定して

いる、考え方として持っているというところは、資料を出すような形になれば、出さざ

るを得ない部分もあるのかと。 

○大越委員   大越です。 

        多分みんな内容が、ぴんときていないところがあるし、もちろん、さっき大澤さんも

お話しされていたとおり、市のほうでもぼんやりされているからこういう、ちょっと着

地点のないところに行っているのかなと思うんですけど。世田谷とかのガイドラインを

今見ていたら、大項目としては、ガイドライン策定の趣旨、ガイドラインの位置づけ、

世田谷区の保育、子どもの権利、職員に求める資質、保育環境、保育内容、あとは、生

活と遊びの中の教育とか、食育とか、そういう項目でガイドラインつくっていくという

考えでよろしいですか。 

○大澤委員長  保育の質のほうの内容ですか。 

○大越委員   保育計画策定委員会です。 

○大澤委員長  多分、世田谷で言われているのは、保育の質のガイドラインのことをおっしゃってい

るのだと思うんですけども。 

○大越委員   はい。そうです。 

○大澤委員長  保育の質のガイドラインは、そういうようなイメージを持っています。 

○大越委員   ですよね、だから、今回の策定委員会のほうで、保育園、公立保育園が何園から何園

になりますとか、そういう記載は全くないということでよろしいですよね。それであれ

ば多分、納得はいくんですけど。そういう民営化がどうのこうのとかじゃなくて、どう

いう保育計画というか保育内容にしていくのかというのが、具体化されていくというイ

メージで合っていますでしょうか。 

○大澤委員長  すみません。保育の質の分類でいくと、世田谷みたいに書いてあって、多分レ点みた

いな形の。 

○大越委員   チェック項目 

○大澤委員長  チェック項目みたいなのがありますよね。そういうふうな内容もあるかなと思ってい

ますし、あと、その保育内容に、保育の質に関して、ただ単に言葉をずらずらずらずら
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ずらずらと書いているというのも、ガイドラインともいえるので、二通りの、質のガイ

ドラインとしても、書き方としてはあるかなとは思っています。 

        ですから、実際はそこに関しては、利用する保育士さんであったりとか、一番どこを

高めるためにいいのかというところは、議論をして決めていく形をとっていきたいなと

思っています。 

○角田委員   けやきの角田です。 

       だんだんお話も曖昧になってきたので、我々保護者として、今、委員がいろいろな意見

を出した中で、お約束をいただきたいなという内容を申し上げますと、まず一つは民営

化の是非についての協議はどこでもされていないので、この運営協議会で行っていただ

きたい、それを基本としていただきたいということが一つ。 

        次が、いろいろおっしゃっていましたけども、民営化を前提とした議論はしないとい

うこと。あと、それは載せないというふうには伺っていますけど、保育計画、完成した

ものについて、公立保育園は５園から２園にしますというような記載をしない。この３

点について担保いただけると我々も判断しやすいのかなと思うんですけど。 

○大澤委員長  今この時点で、なかなかこういう計画をつくるに当たって、ご要望という時点ではわ

かるんですけど、じゃあそこを今ここで担保と言われると、そういう実例というのもな

いのですが。 

○角田委員   角田です。 

        そうなんです。それもわからないとなると、どういうスタンスで、何を決めていきた

い場なのか、全くわからなくなってしまうんですよ。わかります。 

今のお話だと、あくまでも市は民営化したいと。それはもうさんざん聞いているから

知っているんですけど、この新しく策定する保育計画において、それを前提にするのか、

しないのかじゃあ全然大違いなわけですよ。 

        この運協の場においても、民営化の是非の話はまだできていなくて、市の考えについ

て、その根拠となる資料を求め続けていくけど出ないという状況をさんざん続けている

中で、この保育計画をつくっていくということなので、ということは我々として、その

場で勝手に民営化が、民営化を行うものとした計画が出てきてもらっては、約束と違う

わけですよ。この運協を始めるときの覚書の中で、運協以外の場で民営化を決定事項と

するような進め方をするのは、ちょっと約束と違いますよねというような項目はあった

と思うんですけど。それはやっぱり全く話が違うので、そういうことはやめていただき
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たいというふうに思うからこれまで聞いてきたわけで。そこについて、何とも言えない

となってしまうと、我々としても委員を出せるかどうかの判断がつかなくなってしまう

んですよ。 

○大澤委員長  繰り返しで申しわけないです。まず、民営化の是非をここで、保育計画の策定で議論

は、民営化の是非をそこで議論する計画は、するつもりはありません。ございません。 

○大越委員   大越です。 

        今、角田委員が言った三つの内容、何でしたっけ。ごめんなさい。保育計画策定委員

会の議論の中で、民営化を前提としないということと、結論としてつくられるであろう

保育計画の中で、公立保育園については今現状で５園あるものを２園にしますという形

では載せないということと、あと民営化の是非については、きちんとした協議はどこの

協議体でも行われていないので、この運営協議会の場で議論をすることを基本とすると

いう３点について、求めたいということです。 

○角田委員   ありがとうございます。 

○大越委員   それをちゃんとお約束いただけるということで、資料として市から出していただける

なら、こちらの運協と会長の中でしっかり話し合ってメンバーを出したいんですけど、

資料として出てこない、ちゃんとお約束いただける資料が出てこないのであれば、それ

はちょっと話がまた変わってくるので、出せないという形になるんですけれども。 

○大澤委員長  民営化を前提としないという部分のところですが、議員案とかという形で今まで出さ

れたのも、たしか民営化を前提としないというのは、すみません、うちのほうの設置要

綱のところにもあったのかなと思っています。そこの部分については、民営化の前提を

する、しないとか、民営化をする、しないとかにかかわらず、まず、市としてはこの保

育計画が策定する必要性があるというような形で答弁をしました。 

        ですから、一応、民営化の計画自体は持っていますけど、一応そこの時点で民営化に

関して、そこでその計画の中で是非を決めるつもりはないです。ただ、ここで、言い方

変ですけど、議会でもこういった一定の議論があったもので、ここで、じゃあ民営化を

前提としないということで、ここで今求められても、ちょっと我々として、それはうん

というのは、１２月の議会とかもあった中では、ちょっとここで即答というのは、非常

に厳しい、難しいと。今すぐ即答というのは正直難しいというのがお答え、ここの部分

に関しては、言わざるを得ないのかなと思います。 

○大越委員   けやき大越です。 
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        そうなると前提が変わってくるので、この保育計画策定委員会でそういう話もあり得

るということに捉えられちゃうんですけど、そういうことでしょうか。だから、完全に

違うのであれば、そこの場では議論しないし、公立５園から２園とも記載しないし、と

いう話なのであれば、こちらとしても安心して出せるんですけれども。 

○大島委員   すみません。私が横で聞いていて、理解がちょっと違うんですけど。まず、運営協議

会自体は、民営化の是非を問うところではありませんとは思って、実はいるんですね。

なので、この場で民営化の是非を議論するんじゃなくて、もう市としては民営化の方針

を出しました、計画を出しました。それは決定事項です。だから、そこに対して私たち

は意見を言って、民営化に対する計画や修正ですとか、必要であればですね、やめると

いうことをお願いするという。この運営協議会の場で取りやめるとか、そういう違った、

今の市として出している方向以外のところに、違う結論にいくということは妨げていな

いというのは、覚書になるかと思っていまして。ですので、私たちとしては、計画を変

えることはできるというのが、私の理解だと思っています。まず一つ。 

○大越委員   それは委員の議論次第では、結論が変わることもあり得るという。 

○大島委員   そうです。それを妨げない、変えるという結論を妨げないことが覚書で決定している

ことの違いだと思っています。 

○大越委員   保育計画策定委員会と運協は違うから、運営協議会の覚書は保護者と市との間で、そ

ういったものの約束事の中で、その中で、この運営協議会以外の場で民営化を進めるこ

とになったら、それは約束違反ですよという項目があるんですよ。 

        民営化関連の話についても書いてあって、民営化の是非について、スタート時点がそ

れについてだけやるという話でもないけど、結論が出るものを妨げるものでもないんで

すよ。だから、ここで話してもいいんです。だって、今後の公立保育園のあり方に関わ

る話だから。 

○大島委員   もちろん、そうなので、民営化についてこちらとして、違いますというふうに意見を

出すのはオーケーで、さらに、この場で、それも違いますねという結論に導くことも、

それはあり得ますと。 

        それは、まあ、そういう理解をしています。ただ、市としては、民営化プランは出し

ています。それは決定事項で出しているので、それを、その資料は出さないでくれとい

うことは、正直それは確約というのは難しいんじゃないかと私はそう思っています。 

○本間委員長  今、話をしているのは、運営協議会ではなく、今回つくる保育計画策定委員会なので、
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そちらで出すかどうかという話なので、どちらかというと運営協議会ではなくて、保育

計画策定委員会。新しくできる協議会ですね。 

○大越委員   大越です。 

        そうです。保育計画策定委員会の中で、今、角田委員がおっしゃった、三つの条件を

守っていただけるなら、こちらとしては安心して出せるということなんですか。 

○本間委員長  そうですね。 

○大越委員   そこで議論をしないし、５園から２園に記載するとかということもないというのが出

す条件という。 

        でも、それがないと、加担じゃないですけど、言い方はすみません、悪いんですけど、

それに協力したということで、責任が持てないというか、ほかの保護者に対しても、正

直合わせる顔がないというか、というのが本音です。 

休  憩 

○大澤委員長  それでは、再開いたします。 

        議題の⑵と⑷については、保留とし、継続とします。次に、議題の（３）のアンケー

トについてを議題とします。 

        では、説明をよろしくお願いいたします。 

○髙橋委員   では、アンケートについてご説明させていただきます。 

        今回の時点では、速報という形で提出させていただきました。分析という状況までは、

なかなか進んでおりませんのでご容赦いただきたいというふうに思いますけれども、幾

つかの項目について、昨年の結果等の比較などについて、少し触れさせていただけばと

思います。 

        回収率につきましては前回の会議でご報告したとおりでございますが、前年は４６．

７８％、今回につきましては６２．３９％ということで、前年度より１５．６１％ポイ

ント上昇といったところでございます。 

        市の全体評価につきましては、この間ご指摘をいただいておりますとおり、昨年度の

アンケートでは不満足と回答された方々、そのグループが１０％を超えたところでござ

いますけれども、今年については１０％未満ということで減少してございます。満足と

いうことでご回答された方々、満足群を選択した方の理由については、昨年同様、保育

士の園児への対応、保育内容、給食の内容の順に満足されているということで選択され

た数が多い状況でございます。 
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        一方、不満足群を選択した方の理由につきましては、こちらも昨年同様、一番多かっ

たのは、保育士の人数、施設・設備などという状況になっています。 

        保育ニーズについてでございますけれども、保育や保育園関係等で市に要望したいこ

とにつきまして過去３年間の状況を見ますと、保育士の欠員をふくめた体制の問題、民

営化問題の解決が多数を占める傾向が続いておりまして、次いで待機児童解消、施設面

の改善、また病児保育などが続いているという傾向も同様でございます。 

        以上、なかなか分析まで進んでいない状況でございますが、速報の報告については、

この程度とさせていただければと思います。 

        以上でございます。 

○大澤委員長  続いて、資料２１４の今後の協議のところのアンケートの部分について、概略の説明

をお願いします。 

○平岡委員   では、２１４のスケジュールアンケートのところでございます。３０年度のアンケー

トにつきましては、市側としましては今後の活用方法について、記載のような形でやっ

ていければどうかという、ご提案に近いような資料となっております。 

        一方、次年度のアンケートにつきましては、この間もお願いをしてまいりましたが、

集計等の期間を一定持っていただきたいということなどから、早目のアンケート項目の

協議・決定、アンケートの実施をお願いしたいということで、このような入れ方をさせ

ていただいております。 

        本日の時点では時間の関係もございますし、ある程度余裕を持ったスケジュールでも

ございますので、今後決定していければというふうに思っております。 

        以上です。 

○大澤委員長  今、今後のアンケートにつきましても早目にというご意見もあったり、何をやってい

くかというところでは、早く集計を終え、分析もし、それに関して意見交換をしたいと

いうご意見があったところがあり、翌年度のスケジュールというところも示させていた

だいたところでございます。 

        時間の関係上ございますので、こちらのほうの詳細は次回というふうな形で思ってお

りますけれども、本日の時点で何かご発言をしておきたい委員さんがございましたら、

よろしくお願いいたします。 

○本間委員長  すみません、資料２１４で、アンケートのスケジュールのところだけ、私から補足を

させていただきんですが、昨年、平成３０年度というところでいくと、第Ⅲ期の初めと
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いうことで、基本的には委員が全て交代するというところになっているので、４月、５

月のところから、いきなりアンケートの核論に入るのは、なかなか難しかったという実

情があって、どうしてもアンケートをとるのは秋ということになりました。 

        ただ、やはり、分析というところの観点で考えると、そしてまた、第Ⅲ期のまとめと

いうところに入ると、そのアンケートの状況を踏まえてまとめをつくっていくことも考

えると、やはりこの夏ごろに出せるように早目に準備をしていきたいというところがあ

るというところになります。 

        今回は第３期というところではあるので、一応、期としては２年ということで続いて

いるものになりますので、今期の、今年度中のところから少し準備を始めていって、こ

のようなスケジュールというところで検討していけたらいいのかなというようなご提案

と伺っています。補足です。 

○大澤委員長  こちらのほうの議題につきまして、何かございますでしょうか。 

        お願いします。 

○大島委員   アンケートに関しまして、このスケジュールについては特にないんですが、アンケー

トの目的として、分析を出すことが目的ではなくて、アンケートの結果を踏まえて、ど

う対応して、その結果どうなったかというところまでがアンケートを出すのだと思って

いまして、この先についての見解をいただきたいのですけど、分析した後の話ですね。 

○平岡委員   平岡です。 

        今回、もともとこのアンケート自体が、五園連さんが、運協ができる前からとられて

いらっしゃったものをベースに、一緒にやっていきましょうということでスタートして

いるというふうに、従前の者から聞いております。ですので、かなり多岐にわたってい

るご要望がございまして、市としても、ご要望としては受けるんですが、実現が大変難

しいものも多々、選択の中ではございます。ですので、それについて一つ一つの項目と

して文書でお返しするというのも、協議会という中でいいのかどうかという悩ましさも

ありまして、今回、一つの考え方として示させていただいたのが、３０年度のアンケー

トの結果の状況を見て、幾つかを軸について、お互い協議をしていって、実現できるの

かできないのか、保育以外の別の課題が存在するかのお話をしていった上で、結果が出

るものについてつなげていければというような趣旨のご提案はこちらになります。 

        ですので、市のほうとしても、別々の団体同士でのご提案をいただいたご回答という

ことであれば、いいか悪いかは別としてご回答はしやすいんですけれども、一緒にとっ
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たアンケートの結果として導きにくいものとか、ハードルが極めて高いものもございま

すので、そのあたりについても含めて、今後どのような形でこのアンケートを活用して、

ゴールまで行くのがいいのかというのは、逆にご意見を保護者委員の方からもいただき

たいと思っております。 

        以上です。 

○大島委員   今のお話ですと、アンケート結果を踏まえて、対応するものは対応、市としてできる

ものは対応していくと。 

○平岡委員   はい。 

○大島委員   じゃあ、その評価をどのタイミングかに入れてほしいというのが私の要望でして。そ

れを評価、アンケートが終わった後にどう反映されて、評価する、その辺を設定いただ

きたいと。 

○平岡委員   平岡です。 

        予算が関係するものなどもあるかなと思っておりますので、きょう時間もありますの

で、具体的なところをもう少し目標にできればと思っているんですが、予算が関係する

ものということになりますと実現したとしても２年後ということになりますんで、２年

で１期の運協で、評価までというのは、ちょっと現実的に難しいなという思いも持って

ございますので、そのあたり、どういうような形が一番いいかというところをもう少し

継続的にできればと思います。 

○大島委員   わかりました。 

○大澤委員長  よろしゅうございますでしょうか。 

○羽田委員   小金井保育園の羽田です。 

        アンケートを見ていると、結構やっぱり保育士の欠員をふくめた体制の問題というの

は、結構すごく多くなっていると思うんですけど、一応、体制が十分でなくても保育士

の努力ですとか、何とか頑張ってくれているから、今の保育に支障は出ていないみたい

な感じで書いてあるんですけど、市のほうとしては、財政だったり、お金がかけられな

くて職員がふやせないということが前提にあると思うんですけど、それについてどう考

えているのかと。 

        あと、たしか、今度の４月から０歳児の枠を減らして、１歳児のほうを１人ふやすと

いうことを言っていたと思うんですけど、やっぱりこの小金井保育園の職員体制の表を

最後ちょっと見直したときに、やっぱり今、募集があるのが正規職員じゃなくて非常勤
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職員だったりとか、任期つきの職員の方がすごく多い、半分以上の方が、小金井保育園

でも、働いている方が、その方が多いんですね。やっぱり正規職員は民営化も視野に入

れているからとらないのかというのは何か関連があるのかをちょっと聞きたくて。意見

なんで教えてほしいんですけども。 

○髙橋委員   保育課長です。 

        保育士の確保ということで、財政とかのことはどう捉えているのか、どう考えている

のかというご質問、１問目はそういうご質問だったと思います。まず、財政につきまし

ては、ちょっと私から財政ということを言うのもあれなんですけども、なかなか市役所

全体として人数を抑えていくということ、採用を抑えていくというようなところもござ

いますので、なかなか難しい面はあります。 

        保育士の募集について、正規職員の確保といいますか、募集についてということでご

ざいますけれども、こちらについては、今は非常勤や任期つきということで募集はして

いますが、１１月、１２月と今回も連続で正規職員の募集のほうをさせていただいてお

りますので、していないということではないということで、ご理解をいただきたいと思

います。 

○羽田委員   職員を選ぶ人って、保育課の方とか、現状を知っている方が選んでくれるんですか。

それとも全然関係ない人事の方が選んでくれている、そういうのはどうなんでしょうか。

必要性がわかっている人が選んでくれているという、基準は下げちゃいけないと思うん

ですけど、保育の質だったりとか、その人が対応できる人なのかという、免許を持って

いても多分、判断する基準とかはあると思うんですけど、ちゃんとそういう保育の現状

だったりとか、今の保育園の先生たちがどう頑張ってくれている中で、というのを、現

状を知っている人が選んでくれているのか、全然関係なくて、ただ募集して来た人を見

て判断するのかというのは、どうなっているんでしょうか。 

○平岡委員   平岡です。 

        ご心配をいただいているところは、とてもよくわかるところなんですが、やはり前提

として、公務員の試験であるという前提がどうしてもあります。ですので、やはりスキ

ルであるとか、そういう部分について細かく資格職に対しての試験の設定をするという

のではなくて、まず公務員としての一律の、その職層によっての試験の分かれ方になり

ますので、面接のみの方もいらっしゃれば、ペーパー試験から始まって、面接も、最後

は市長まで面接を行うパターンもあります。 
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       これについては、私たちも、なかなか実技まで含めてというのが、一つの資格を持った

という条件の中で雇用している関係もありますので、全てにおいてというのは難しいん

ですけども、面接においては保育側の職員も面接官として、課長職になりますけれども、

対応しているというのが状況です。余り、ちょっと試験なので細かいことは申し上げら

れないんですが、そういうことは行っています。 

○本間委員長  すみません、ちょっと７時までという時間の制限があるので、このアンケートについ

て、中身については、また次回、引き続き質疑をということで、先へ送らせていただき

たいんですけれども、よろしいでしょうか。 

○大澤委員長  じゃあ引き続き、次回につきましても、アンケートにつきましては、自由記述等も含

めて次回お話をさせていただいて、一定の質疑等もせていただき、その後どういうふう

なテーマを議論していくか、評価していくかということを対応させていただきたいとい

うふうに思います。 

        続いて、（５）の当面の課題については、大変恐縮ですけれども、資料をお出しして

おりますので、そちらのほうを見ていただいてというところで、こちらのほうも、また

次回のほうに、またこちらもあわせてさせていただきたいと思います。先ほど保育課長

が述べたとおりの状況で今、来年度の４月に向けて対応しているというところで、ご報

告をかねてということで議事をさせていただきたいと思います。 

        （６）のその他として、議員さんのほうから何かご発言等ございますでしょうか。 

○大越委員   すみません、ちょっと簡単になんですけど、前回、写真販売の件がありましたよね。

それが保護者からの反響がすごくて、毎日連絡が来るような状態になっていまして。プ

ライバシーのところが問題になっているというふうに前回おっしゃっていたんですけれ

ども、プライバシーについては、入園時にみんなちゃんと文書でチェックをして、大丈

夫ですというので出しているので、そういうことで対応できないかという意見があった

りとか、やめないでほしいという意見がほとんどで。あるので、ちょっとそれについて

も次回でいいので、またお話いただきたいのですけど。そういうので対応できないか。

それが問題なのか、保育士さんの負担が問題なのか、その辺がわからないというか。 

○平岡委員   １回休憩させてもらっていいですか。 

○大澤委員長  すみません。じゃあ休憩させていただきます。 

休  憩 

○大澤委員長   それでは、開会いたします。 
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         今、大越委員のご発言につきましては、ちょっと委員長預かりで、私のほうでちょ

っとお預かりをさせていただいて、今後の取り扱いにつきましては、またご報告等をさ

せていただきたいと存じます。 

        ほかにございますでしょうか。 

        それでは、次回の日程だけ確認させていただきます。 

        次回の日程につきましては、３月１６日の土曜日、また３時半から、こちらのほうで

開催をさせていただきたいと思います。 

        今回、とりあえず実質的には、またアンケートのほうと第Ⅲ期の協議内容等について

を議題とさせていただくという形でいきたいと思います。 

        長時間、本当に長い間お疲れさまでございました。それぞれ課題として持ち帰ったも

のにつきましては、お互いに委員長同士で調整をさせていただいて、ご報告をさせてい

ただきたいと思います。 

        以上をもちまして協議会のほうを終了させていただきたいと思います。 

        お疲れさまでした。 

閉    会 

 


